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福祉・保健
本市では，第五次鹿児島市総合計画において，「健やかに暮らせる安全で安心なま

ち〔すこやか安心政策〕」を基本目標の一つとして掲げ，保健と福祉のさまざまな施
策に取り組んでいる。
平成２９年度は，健康づくりについては，第二次鹿児島市健康増進計画「かごしま市

民すこやかプラン」に基づき，市民の健康づくりを推進する。また，第二次かごしま
市食育推進計画に基づき食育の総合的かつ計画的な推進を図る。
地域福祉については，第４期鹿児島市地域福祉計画に基づき，地域福祉ネットワー

クの一層の充実を図りつつ，福祉活動に携わる人材の確保を進め，見守り体制の充
実・連携を図る。
また，市民に福祉交流やボランティア活動を広げるイベントとして，わくわく福祉

交流フェアを中心市街地で開催する。
このほか，大規模災害発生時に避難所等における供給体制が整うまでの食糧や生活

必需品の備蓄を行う。
高齢化対策については，第６期鹿児島市高齢者保健福祉・介護保険事業計画に基づ

くサービスを総合的，体系的に実施する。
高齢者福祉については，引き続き敬老パスの交付やふれあい会食事業を実施すると

ともに，家族・地域とのつながりを実感できる「すこやか長寿まつり」を実施するな
ど，高齢者の生きがいと社会参加の促進を図る。また，在宅福祉対策として，紙おむ
つ等助成事業等を実施する。
後期高齢者医療制度については，被保険者のはり・きゅう施設等の利用に対する独

自助成を行うほか，長寿健診を実施する。
介護保険については，介護を必要とする高齢者等に対して保険給付を行うととも

に，要支援者等を対象に自立支援と介護予防を推進する，介護予防・日常生活支援総
合事業を実施する。また，「地域包括ケアシステム」の中核機関である長寿あんしん
相談センター（地域包括支援センター）を運営する。
子育て支援については，子育て家庭の負担を軽減するため，中学３年生までの子ど

もにかかる医療費について助成するほか，子ども・子育て支援新制度に基づき，保育
所・認定こども園・新制度に移行する幼稚園に対し当該施設を利用する児童に係る施
設型給付費を支給するとともに，保育士・保育所支援センターを設置し，保育士確保
対策に取り組む。また，児童クラブを1８箇所増設する。

結婚支援については，企業対抗による運動会を開催し，出会いの場を提供するとと
もに，学生による挙式プロデュースや，大学生や新入社員等を対象にしたライフデザ
インセミナーの開催など若者への意識啓発を行うほか，男性の育児参加を促し，仕事
と育児の両立に向けた環境整備を図るための会議を開催する。

障害者福祉については，身体・知的・精神及び発達障害を対象とした総合的な相談
等を行う障害者基幹相談支援センターを運営するとともに，様々な分野において輝い
ている障害者等を表彰するチャレンジド大賞等を通じて，障害及び障害者に対する市
民の理解を促進する。また，障害福祉サービス等に対する市独自の利用者負担軽減を
行うほか，障害者の社会参加を促進するため，友愛パス及び友愛タクシー券を交付す
る。

健康増進及び疾病予防については，元気いきいき検診のがん検診会場や休日検診会
場を増設し，検診体制を充実するほか，保健所におけるＨＩＶ抗体検査，肝炎ウイル
ス検査，ＨＴＬＶ－１抗体検査などを引き続き無料とし，これらの感染症の早期発
見・早期治療を図る。また，先天性風しん症候群の予防のため，風しん抗体検査を無
料で実施する。このほか，慢性腎臓病予防ネットワークを運用し，人工透析の新規患
者の減少を図る。
妊産婦及び乳幼児の健康対策については，妊婦健康診査を公費負担で実施するほ

か，産後ケア事業，乳幼児のいる家庭への訪問，不妊治療や新生児聴覚検査に対する
助成を行う。また，子どもの発達に気がかりのある保護者のための子育て講座や相談
等を行うほか，妊娠から子育て期までの切れ目ない支援を行うため，子育て世代包括
支援センター（保健センター）や保健福祉課等で相談支援を行う。
このほか，子どもの４種混合や日本脳炎，高齢者の肺炎球菌などの定期予防接種を

実施するとともに，ロタウイルス感染症の重症化及び合併症を防止するため，任意接
種のロタウイルス予防接種を一部公費負担で実施する。



１ 健康づくり
敢 健康増進計画推進事業（市単独事業（一部国庫補助事業） 平成２５年度から実施）

目的・概要 第二次鹿児島市健康増進計画「かごしま市民すこやかプラン」（平成
２５年度～３４年度）に基づき，子どもから高齢者まですべての市民が共
に支え合い，すこやかで心豊かに生活できるかごしま市の実現を目指
し，市民や関係機関・団体と一体となって，市民の健康づくりを推進
する。

事業内容 ① 計画の推進
ア 鹿児島市健康づくり推進市民会議の運営
イ 推進検討委員会等の開催

② 計画の周知・広報
ア 健康づくり月間での周知・広報
イ テレビによる広報

③ 「かごしま市民すこやかプラン」中間評価の実施
予 算 額 平成２９年度 １，６４４千円

柑 働く世代の健康づくり事業（市単独事業（一部国庫補助事業） 平成27年度か
ら実施）
目的・概要 事業所との協働により，働く世代の生活習慣の改善やメンタルヘル

ス対策など健康づくり事業に取り組む。
予 算 額 平成2９年度 ５６４千円

桓 食育推進事業（市単独事業 平成２１年度から実施）
目的・概要 第二次かごしま市食育推進計画（平成２６年度～３０年度）に基づき，

食を通じて，健康で生き生きと生活できる活力あるかごしま市の実現
を目指し，食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進する。

事業内容 ① 食育推進委員会の開催
② 食育推進ネットワークの連携強化
③ 食育情報の発信
④ 食育推進支援員の派遣
⑤ 計画の周知・広報
⑥ 最終評価のための食育に関する市民意識調査の実施

予 算 額 平成２９年度 ３，２４３千円
棺 食育フェスタ開催事業（市単独事業 平成27年度から実施）
目 的 食に関する学習や体験活動を通じて食育の推進を図るため，鹿児島

女子短期大学と連携して「食育フェスタ」を開催する。
内 容 かごしま食育フェスタ201７の開催

主催 鹿児島市，鹿児島女子短期大学（協力：食育推進ネットワー
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予 算 額 平成２９年度 １，5１１千円

款 市民健康まつり（平成元年度から実施）
目 的 市民健康まつりを開催し，健康の重要性及び定期健診等の必要性に

ついて，市民の関心を喚起するとともに市民の認識を深める。
内 容 第３４回市民健康まつりの開催

主催 市民健康まつり実行委員会（鹿児島市医師会ほか９団体共催）
予 算 額 平成２９年度 １，5００千円

歓 慢性腎臓病予防ネットワーク事業（市単独事業（一部国庫補助事業）平成25年度から実施）
目的・概要 人工透析の新規患者の減少を図るため，糖尿病や高血圧などにより

発症する慢性腎臓病（ＣＫＤ）の重症化を予防する医療ネットワーク
を運用するとともに，各保険者の協力を得ながら，患者の状況に応じ
た適切な医療体制を提供する。

予 算 額 平成29年度 420千円
汗 かごしま温泉健康プラザ

本施設は，温泉を活用した水中運動用プールや歩行浴，全身・部分浴などの各種浴
槽設備を備えており，市民が季節を問わず，水中運動効果や温浴効果により自主的な
健康づくりを図ることを目的に設置した。
業務開始 平成１１年４月
所 在 地 永吉二丁目２１番６号
総事業費 約２０億円
建物構造 鉄筋コンクリート造 ４階建ての４階（１・２階は西部保健センター）
敷地面積 ２，２５９．５９釈（西部保健センターを含む）
延床面積 ４，０９２．５２釈（ 〃 ）
開館時間 午前９時～午後８時
休 館 日 毎週火曜日（休日のときは，その日後最も近い休日でない日）
使 用 料 大人３００円，小人（小・中学生）１５０円
施設内容 水中運動用プール（１７杓×６杓），歩行浴，全身・部分浴，気泡浴，

圧注浴，寝湯，ミストサウナ，冷水浴，ボディーシャワー，うたせ湯，
かぶり湯の１２種類の浴槽施設のほか，トレーニングルーム，リラックス
ルーム（休憩室）

漢 さくらじま白浜温泉センター

本施設は，一般浴場，家族風呂，高齢者や身体障害者等を対象にした福祉浴場を備
えており，健康づくりに温泉を活用することで市民の健康保持及び福祉の増進を図る
ことを目的に設置した。
業務開始 平成５年５月

－１４５－

福
祉
・
保
健
（
１
健
康
づ
く
り
）



所 在 地 桜島白浜町１２６９番地
総事業費 ４５４，９５３千円
建物構造 鉄筋コンクリート造 ３階建て
敷地面積 ３，３９５．００釈
延床面積 １，347．54釈
開館時間 午前１０時～午後９時
休 館 日 毎月１０日（土・日・休日のときはその日後最も近い土・日・休日でない日）
使 用 料 大人 ３9０円，小人（小学生）１5０円

※毎月２６日（白浜温泉の日）は，大人・小人とも一律１００円
家族風呂１時間１，１００円（３０分超過ごとに５５０円加算）

施設内容 一般浴場（大浴槽，サウナ，水風呂，気泡湯（低周波），寝湯，露天
風呂），家族風呂，福祉浴場，一般休憩室，福祉休憩室

澗 マリンピア喜入

本施設は，温泉，室内温水プール，多目的広場を備えた健康増進施設であり，温泉
等を活用した市民の心身の保養及び健康の増進並びにスポーツ及びレクリエーション
の普及を図ることを目的に設置した。
業務開始 八幡温泉保養館（平成４年１１月）

室内温水プール（平成５年１０月）
多目的広場（平成７年８月）

所 在 地 喜入町６０９４番地１
総事業費 １，９７６，３４８千円
建物構造 八幡温泉保養館 鉄筋コンクリート造 ２階建て

室内温水プール 鉄骨造 平屋建て
敷地面積 ６８，２００．４５釈
延床面積 八幡温泉保養館 ３，４７８．８３釈

室内温水プール ２，０８３．５３釈
開館時間 午前１０時～午後９時
休 館 日 毎月第２月曜日（休日のときは，その日後最も近い休日でない日）
使 用 料 八幡温泉保養館

大人 ３9０円
小人（小学生）１5０円

室内温水プール
大人 ３００円
小人（小・中学生）１５０円

多目的広場
全部使用（１時間）５２０円，一部使用（１時間）６０円
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施設内容 大浴場，うたせ湯，寝湯，水風呂，サウナ
２５杓プール，児童（幼児）用プール，ウォータースライダー
食堂，売店，会議室，休憩室，多目的広場

潅 スパランド裸・楽・良

本施設は，水着で入るスパゾーン・温泉・レストラン・トレーニングルーム・宿泊
施設などを備えた健康増進施設であり，市民の健康の増進及び交流の促進を図ること
を目的に設置した。
業務開始 平成１２年７月
所 在 地 東俣町１４５０番地
総事業費 １，４５８，１５４千円
建物構造 温泉活用型施設 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上３階，地下１階

交流施設 鉄筋コンクリート造 ２階建て
敷地面積 ８，５４３．０６釈
延床面積 ５，２１７．８釈
開館時間 午前１０時～午後１０時（施設ごとに使用時間は異なる。）
休 館 日 毎月第３火曜日（休日のときは，その日後最も近い休日でない日）
利用料金 一般使用（水着浴室・浴室・トレーニングルーム（大人のみ）・休憩

室の利用）
大人 ６9０円，小人（小・中学生）25０円

部分使用（浴室・トレーニングルーム（大人のみ）・休憩室の利用）
大人 49０円，小人（小・中学生）15０円

トレーニングルーム使用
大人 ３００円

年間使用
61，０００円

施設内容 温泉活用型施設
１階 和・洋風風呂（大浴場，サウナ，うたせ湯など），水着浴室等
２階 トレーニングルーム，休憩室，レストラン等
３階 宿泊施設（全１８室）

交流施設
１階 倉庫
２階 研修室

２ 地域福祉
敢 地域福祉館

目 的 市民の交流や福祉活動及び地域福祉ネットワークの拠点として，ま

－１４７－

福
祉
・
保
健
（
１
健
康
づ
く
り
・
２
地
域
福
祉
）



た，地域で活動する団体への活動支援を行う施設として，地域福祉館の
管理運営を行う。

施設内容 和室・洋室・児童ルームなど
管理運営 鹿児島市社会福祉協議会
平成２９年度委託料予算額 ３５８，８１０千円
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延 利 用 人 員
施 設区 分

施 設 名 建 物敷 地開 所
人

2９，６０７
釈

５１４
釈

４６５
昭和４８．４．１

（平成３．４．１移転新築）真 砂 福 祉 館１

1５，７２７５０８８７４昭和４８．１２．１
（平成３．４．１改築）玉 里 福 祉 館２

１９，９７６５５７７２３昭和４９．４．１
（平成９．９．９移転新築）甲 東 福 祉 館３

７，０９４２１６保育所の２階昭和５０．４．１上 町 福 祉 館４

５，９０９２５７〃昭和５１．４．１西 紫 原 福 祉 館５

４４，８０３６２４１，８５５昭和５２．４．１
（平成２７．３．２６改築）城 西 福 祉 館６

６，７２８１８６保育所の２階昭和５４．４．１武 福 祉 館７

２９，２０３５６０１，０２１昭和５５．４．１
（平成９．１１．１８移転新築）東 谷 山 福 祉 館８

３，９５０１６０保育所の２階昭和５５．４．１松 原 福 祉 館９

２１，５２７５０７４７１昭和５７．９．１鴨 池 福 祉 館１０

２０，０２２５０２６３８昭和５８．４．１宇 宿 福 祉 館１１

３８，８８２３８９３６６昭和５８．４．１西 伊 敷 福 祉 館１２

２７，４６０４５６７６０昭和５９．４．１坂 之 上 福 祉 館１３

２０，３９０４９７３１０昭和５９．４．１甲 南 福 祉 館１４

２３，０３２４９６７３１昭和６０．４．１武 岡 福 祉 館１５

２２，５８８４５４１，０２２昭和６０．４．１玉 里 団 地 福 祉 館１６

１１，３４８５５１５５１昭和６０．１０．１柳 町 福 祉 館１７

１４，７３２４８２９２７昭和６１．２．１川 上 福 祉 館１８

１７，２３５４９１９２１昭和６１．４．１吉 野 東 福 祉 館１９

７，４２１２８６７０２昭和６１．９．１平 川 福 祉 館２０



柑 地域福祉館緑のカーテン設置事業（市単独事業 平成２０年度から実施）
目 的 地域福祉館において，「緑のカーテン」を設置することにより，市民

の環境対策への意識向上を図り，緑の街並みづくりを推進する。
予 算 額 平成２９年度 １36千円

桓 小松原市民館・小野市民館緑のカーテン設置事業

（市単独事業 平成２２年度から実施）

－１４９－

平成２８年度年間
延 利 用 人 員

施 設区 分

施 設 名 建 物敷 地開 所

26，7７２釈
４９１

釈
７５０昭和６２．４．１明 和 福 祉 館２１

２０，４２１３３０市営住宅
集会室の２階昭和６２．４．１紫 原 福 祉 館２２

１８，４４５３７６２４８昭和６２．４．１八 幡 福 祉 館２３

１８，２０１５０１６８３昭和６２．４．１西 谷 山 福 祉 館２４

３６，０５０４９３６５８昭和６３．２．２０桜 ヶ 丘 福 祉 館２５

１７，９１２４７２６３２昭和６３．３．２５田 上 台 福 祉 館２６

２７，４９９４９６９６７平成元．４．１谷 山 北 福 祉 館２７

２５，６７４５０７７９５平成元．９．１２吉 野 福 祉 館２８

２３，０１０５１６８０１平成元．９．１２西 陵 福 祉 館２９

９，３４６５２５１，１２３平成２．４．１唐 湊 福 祉 館３０

２３，４５６５０２７５８平成２．４．１星 ヶ 峯 福 祉 館３１

１６，０１８５１５７７３平成３．４．１坂 元 福 祉 館３２

２２，６７４５１１７３２平成４．４．１た て ば ば 福 祉 館３３

２３，３６８５１６９４９平成４．４．１皇 徳 寺 福 祉 館３４

３０，３９６５１５１，０５８平成４．４．１谷 山 福 祉 館３５

２０，９３８５１５８７０平成５．４．１田 上 福 祉 館３６

１８，０４０５３４６２２平成５．１０．１３花 野 福 祉 館３７

１７，７８０５３７９７０平成６．４．１福 平 福 祉 館３８

２９，４７６５５７１，００１平成８．１２．１４伊 敷 台 福 祉 館３９

２５，１４７６００８２７平成１６．４．１宇 宿 中 間 福 祉 館４０

２７，４３７５９９７８１平成１６．１１．９和 田 福 祉 館４１
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目 的 市民館において「緑のカーテン」を設置することにより，市民の環境
対策への意識向上を図り，緑の街並みづくりを推進する。

予 算 額 平成２９年度 20千円
棺 民生委員・児童委員

委員定数 １，０６０人（平成２９．４．１現在）
活 動 費 年額 会 長 （５０人）１９１，０００円

副 会 長 （５０人）１６１，０００円
一般委員 （８６０人）１５５，０００円
主任児童委員（１００人）１５５，０００円

内容別相談・支援状況 （単位：件）

分野別相談・支援状況 （単位：件）

その他の活動状況 （単位：件） （単位：回，日）

款 民生委員児童委員見守り活動支援事業（市単独事業 平成２５年度から実施）
目 的 支援が必要な地域住民の早期発見，把握のため，地域での見守り活動

の周知広報や見守り活動協力事業者の拡大を図るなど，民生委員・児童
委員の見守り活動を支援する。

予 算 額 平成２９年度 ２８１千円
歓 民生委員制度創設100周年事業（市単独事業 平成2９年度実施）
目 的 民生委員制度創設100周年にあたり，全国記念大会への民生委員の派

遣や，本県で開催される記念大会への助成を行う。
内 容 ① 全国記念大会への民生委員児童委員の派遣

② 制度創設100周年記念鹿児島県民生委員児童委員大会の共催及び助成
予 算 額 平成29年度 1,104千円

汗 地域福祉推進事業（市単独事業 平成１６年度から実施 平成２０年度拡充）
目 的 地域でお互いに支えあい，助けあう仕組みを整え，安心して健やかに
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合 計その他日常的
な支援

生 活

環 境
住 居

家 族

関 係
仕 事

年 金
・

保 険
生活費

子 ど も
の教育・
学校生活

子ども
の地域
生 活

子育て
・母子
保 健

健康・
保 健
医 療

介 護

保 険

在 宅

福 祉
区 分

6２，７８１1４，２９８1５，７０３2，７１７８９１1，５７９３４３３６１９５３4，２７２6，１５６3，0１８４，２８６１，９３８6，２６６平成２８年度
累 計

４．９４1．1２1．２３0．2１0．0７0．1２0．0３0．0３0．0７0．3４0．４８0．2４0．３４0．1５0．４９１人当たり
１ 月 平 均

合 計そ の 他子どもに関すること障害者に関すること高齢者に関すること区 分

6２，７８１９，９２５1４，７９５２，７７８3５，２83平成２８年度累計

４．９４0．７８1．１６0．2２２．７７１人当たり１月平均

要保護児
童の発見
の通告・
仲 介

証明事務
民 児 協
運 営 ・
研 修

地域福祉
活 動 ・
自主活動

行事・事
業・会議
への参加
・ 協 力

調 査
・

実態把握
区 分

１９３６，１６５3８，８２３6５，６３３3８，１２２3５，９３２平成２８年度
累 計

0．0２0．4８３．０５５．１６３．００２．８２１人当たり
１ 月 平 均

活動日数

連絡調整回数訪問回数

その他の
関係機関委員相互そ の 他訪 問 ・

連絡活動

1９３，2２１51，３７５9９，７９０9２，８７７12９，８００

1５．１９4．0４7．８５7．３０１０．２０



暮らし続けられるまちづくりを進める。
内 容 ① 地域福祉館等を拠点とした地域福祉ネットワークの推進

地域福祉館等（４１福祉館＋市社協支部）を拠点に，地域福祉支援員
が地域の実情把握や問題点の分析及び検証を行いながら，地域福祉活
動への助言などの支援を行い，地域福祉ネットワークの推進に取り組
む。

② 地域福祉計画推進委員会及び地域福祉計画地区福祉推進会議
地域福祉計画の推進にあたり，計画の進行状況の確認及び推進のた

めの方策の検討，地域福祉の推進に必要な事項を全市的なレベルで審
議・提言を行う地域福祉計画推進委員会と本庁・支所単位で，住民全
体の取り組みや住民と行政との協働による地域福祉推進について協議
し，各地区の特性を踏まえた地域福祉活動を推進するための方策を検
討する地区福祉推進会議を設置・開催する。

③ 小地域ネットワーク支えあい補助金（平成２１年度から実施）
校区社協が実施する小地域ネットワークの会議や自主研修会，福祉

マップ作成等に補助金を助成することで，小地域ネットワーク活動の
活性化や地域福祉活動団体の連携強化，情報の共有化を図る。
補助額：対象経費×２／３（限度額５０千円）

④ 第４期鹿児島市地域福祉計画の推進
住民相互の協力により，地域でお互いに支えあう仕組みを整えると

ともに，生涯にわたって住み慣れた地域で健やかに暮らし続けられる
まちづくりを進めるための指針として，第４期鹿児島市地域福祉計画
（平成２９年度～平成３３年度）を策定・推進する。

予 算 額 平成29年度 ３３,４３３千円
漢 わくわく福祉交流フェア（平成２４年度から実施）
目 的 市民に福祉交流やボランティア活動を広げることを目的に中心市街地

で開催する。
事業主体 鹿児島市及び鹿児島市社会福祉協議会
内 容 ① 福祉団体等による展示，相談，即売

② 屋外ステージや模擬店の実施
③ バザーなどの交流広場の設置等

予 算 額 平成２９年度 5，３７６千円
澗 地域振興基金の設置（平成２年度から積立）
目 的 高齢者等に対する福祉活動の促進，快適な生活環境の形成等を図る。
基金総額 ８３５，２４３千円
平成２９年度事業 基金運用から生ずる収益をすこやか長寿まつり開催事業，わく
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わく福祉交流フェア等の事業用の財源の一部として充当
潅 社会福祉協議会への助成（市単独事業）
目 的 本市の福祉行政を補完する役割を果たしている社会福祉協議会の各事

業に対し助成を行い，事業の円滑な運営を支援することにより市民福祉
の増進を図る。

内 容 社会福祉協議会が行う下記事業の運営費等に対し，補助を行う。
① 法人運営事業
② 地域福祉活動推進事業
③ ボランティア活動振興事業
④ 福祉コミュニティセンター運営事業

予 算 額 平成２９年度 ２１9，3７５千円
環 社会事業協会への助成（市単独事業）
目 的 本市の福祉行政を補完する役割を果たしている社会事業協会の本部事

務局運営経費に対し助成を行い，事業の円滑な運営を支援することによ
り市民福祉の増進を図る。

内 容 社会事業協会の本部事務局の運営経費に対し，補助を行う。
予 算 額 平成２９年度 ２５，４３６千円

甘 各種団体等への助成（市単独事業）
目 的 民間篤志家等で結成されている各種団体に対し，補助金を交付し，そ

の活動を活性化することにより，市民の福祉の増進を図る。
内 容 鹿児島保護区保護司会への助成 等

監 市民奉仕活動賠償傷害保険（市単独事業 昭和５９年度から実施）
市内の奉仕活動を行う住民団体の参加者が，過失により，行事参加者等に損害を与

え法律上の責任を負う場合や，奉仕活動中に思わぬ事故で負傷し，または死亡した場
合にこの保険で補償する。
平成２９年度加入団体 １，５８５団体 補償対象者 ２7０，０３６人
保険料全額市負担

看 中国残留邦人等支援事業（平成２０年度から生活支援等に拡大して実施）
目 的 永住帰国した中国残留邦人等（樺太残留邦人を含む）に対し，老後の

生活の安定，地域での生き生きとした暮らしを実現するため，必要な支
援を行う。

内 容 ① 中国残留邦人等への生活支援給付金等の支給（国の制度）
② 中国語のできる支援・相談員の配置（国の制度）
③ 高齢者間の交流による日常会話講座の実施 22回以上予定（国の補
助事業）

④ 自立支援通訳の派遣（国の補助事業）

－１５２－
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⑤ 一日レクリエーションの実施（国の補助事業）
平成２８年度実績 薩摩藩英国留学生記念館 ほか

⑥ 帰国時の慰労金及び就職奨励金の支給（市単独事業 昭和４９年度か
ら実施）

予 算 額 平成２９年度 ８９，7１7千円
竿 ホームレス巡回相談指導事業（国の制度 平成２０年度から実施）
目 的 ホームレスの方々に対し，巡回相談を行い，必要に応じて，市総合相

談窓口，生活保護等の申請，救護施設への入所及び健康相談の受診等に
ついて指導を行う。

予 算 額 平成２９年度 １，２3４千円
管 隣 保 館

目 的 福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニ
ティーセンターとして，各種相談事業や人権課題の解決のための各種事
業を総合的に行う。

予 算 額 平成２９年度 ２７，8３６千円
① 小松原市民館 開設 昭和５４年４月

② 小野市民館 開設 昭和５８年４月

簡 民生安定資金（市単独事業 昭和２９年度から実施）
貸付目的 本市の住民で自立して生計を営むことができない者等に対し，資金の

貸付を行い，民生の安定と福祉の増進を図る。
基金総額 ２億５千万円以内 平成2８年度末の基金総額 199，４１０，９００円
貸付金額 １世帯１００万円以内
利 子 年３％以内，貸付期間６年以内（据置期間４か月を含む）
償還方法 月賦若しくは年賦又は一時払。連帯保証人１人

平成２８年度貸付実績 なし
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小松原一丁目４８－６所 在 地
敷地４７７．３９釈 建物 延５９２．５６釈面 積
鉄筋コンクリート３階建構 造
調理室，図書室，会議・研修室，教養娯楽室，
相談室，多目的利用室，事務室施 設 内 容

（平成２８年度）12，４８５人利 用 状 況

小野三丁目１３－７所 在 地
敷地６６１．８８釈 建物 延４０８釈面 積
鉄筋コンクリート２階建構 造
調理室，図書室，学習室，教養娯楽室，会議室，相談室，事務室施 設 内 容
（平成２８年度）１１，１６８人利 用 状 況



緩 災害弔慰金，災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付

（国・県制度 昭和５７年７月１０日適用）
災害救助法等の適用された自然災害により，市民が死亡した場合，その遺族に対し

災害弔慰金を，精神又は身体に著しい障害を受けた市民には，災害障害見舞金を支給
する。
また，被災家庭の災害復旧に資するため世帯主に対して災害援護資金の貸付を行っ

ている。
支給額及び貸付限度額
① 災 害 弔 慰 金 主たる生計維持者の死亡 ５００万円以内

その他死亡 ２５０万円以内
実 績 平成２８年度 該当なし

② 災害障害見舞金 主たる生計維持者の障害者 ２５０万円以内
その他障害者 １２５万円以内
実 績 平成２８年度 該当なし

③ 災害援護資金貸付 １世帯当たりの貸付限度額１５０万円から３５０万円
（被害の種類及び程度により異なる）
償還期間 １０年間（うち据置期間３年）
実 績 平成２８年度 該当なし

缶 被災者生活再建支援制度（国・県制度 平成１０年５月適用）
自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し，都道府県が相互扶助

の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定
めることにより，その生活の再建を支援し，もって住民の生活の安定と被災地の速や
かな復興に資することを目的とする。
実 績 平成２８年度 該当なし

翰 小災害救助（市単独事業 昭和４０年９月から実施）
目 的 災害救助法の適用を受けるに至らない火災，風水害その他の小災害に

よるり災者に対し，応急的に必要な救助を行い，援護を図る。
基 準 死亡者に対する弔慰金 １００，０００円

傷 害 者（１カ月以上） ３０，０００円
物資支給 毛布又はタオルケット１人１枚（社協と日赤から毛布，

タオルセット他）
見 舞 金（全焼・全壊）１世帯３０，０００円 １人増すごとに１５，０００円加算

（半焼・半壊）１世帯１５，０００円 １人増すごとに８，０００円加算
（床上浸水等）１世帯１０，０００円 １人増すごとに５，０００円加算

実 績 平成２８年度 １９世帯３７人（内死亡者４人）
弔慰金・見舞金 ９１６千円 毛布等１９枚
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予 算 額 平成２９年度 ４，７１０千円
肝 床上浸水被災者支援事業（市単独事業 平成１８年度から実施）
目 的 度重なる床上浸水の被害を受けた世帯で，自立して生活の再建をする

ことが困難な者に対し，生活の早期再建のため，床上浸水被災者支援補
助金を交付する。

対 象 次のいずれにも該当すること
① 連続する２カ年度内に２回以上の床上浸水の被災世帯
② 世帯全員の市民税が非課税であり，次のいずれかに該当する世帯
ア 世帯主が高齢者又は高齢者を扶養している世帯
イ 世帯主が障害者又は障害者を扶養している世帯
ウ 母子家庭等及び寡婦である世帯

基 準 ① 補助額
ア 畳を板張りにする世帯 限度額 １００千円
イ 畳替えをする世帯 限度額 ５０千円
ウ 補助率 １／２

② 補助回数
ア 板張りに要する費用は，１回限り
イ 畳替えに要する費用は，年度内に１回限り

実 績 平成２８年度 該当なし
予 算 額 平成２９年度 1５０千円

艦 災害時食糧等物資備蓄事業（市単独事業 平成２４年度から実施）
目 的 大規模災害発生時に避難所等における供給体制が整うまでの食糧や生

活必需品の備蓄を行う。
備蓄物資 アルファ米，保存用パン，毛布，紙おむつ等
予 算 額 平成２９年度 １２，０８２千円

莞 避難所特設公衆電話設置事業（市単独事業 平成29年度から実施）
目 的 災害発生時に，被災者が安否確認等に使用する緊急通信手段を速やか

に提供するため，指定避難所へ特設公衆電話を設置する。
指定避難所 240か所（うち29年度は120か所程度，残りは30年度に設置
予定）

予 算 額 平成２９年度 1,993千円
観 市内に設置されている社会福祉施設（市立を除く）
ア 県 立 （平成２９．４．１現在）
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２２０－５８９６昭和２９．７．１－視聴覚障害者情報センター視 聴 覚 障 害 者
情 報 提 供 施 設



イ 社会福祉法人・その他 （平成２９．４．１現在）

諌 社会福祉施設等（施設整備費）補助事業（国の事業 平成８年度から実施）
目 的 社会福祉法人等が社会福祉施設等を整備する場合に，施設整備費の一

部を補助する。
国の補助事業 補 助 額 国庫交付金・補助金基準額

負 担 割 合 国庫交付金・補助金基準額に４分の３を乗じて得た額
の３分の２相当額又は定額

負 担 割 合 国庫交付金・補助金基準額に４分の３を乗じて得た額
の３分の１相当額

予 算 額 平成２９年度 ３６0，000千円
貫 児童福祉施設整備費等補助事業（平成８年度から実施）
目 的 鹿児島市保育所等整備計画に基づき，入所児童の安全の向上と保育環

境の充実を図るとともに，待機児童解消を図るため，社会福祉法人等が
整備に要する費用の一部を補助する。

国の補助事業 補助額 補助対象経費に４分の３を乗じた額と基準額を比較して，
いずれか低い方の額

補助率 国２／３ 市１／１２
予 算 額 平成29年度 0千円

還 待機児童解消のための保育所施設整備費等補助事業（市単独事業 平成１７年度か
ら実施）
① 諌の社会福祉施設等補助事業のうち定員増を伴う場合に費用の一部を補助する。
補 助 額 国制度補助金額×１／６（限度額 ２，０００万円）

② 小規模の施設整備で定員増を伴う場合に，費用の一部を補助する。
補 助 額 補助対象経費から１００万円を控除して得た額に３分の１を乗じて得
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（国）

（市）

定 員職員数経 営 主 体総数施 設 の 種 類
9，４０９人２，８３０人社 会 福 祉 法 人 等１０４保 育 所
２９５１０１社 会 福 祉 法 人５児 童 養 護 施 設
８０世帯５６社 会 福 祉 法 人４母 子 生 活 支 援 施 設
４５人５６社 会 福 祉 法 人２乳 児 院
２９５３公 益 社 団 法 人 等２助 産 施 設
２３８４１３社 会 福 祉 法 人４障 害 児 入 所 施 設
－－社 会 福 祉 法 人 等１２児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー

６８９5５８社 会 福 祉 法 人１８障 害 者 支 援 施 設
７０１４社 会 福 祉 法 人１養 護 老 人 ホ ー ム

2，５１０1，９００社 会 福 祉 法 人 等4８特 別 養 護 老 人 ホ ー ム
５０８１２４社 会 福 祉 法 人 等１５軽 費 老 人 ホ ー ム
３０１３社 会 福 祉 法 人１婦 人 保 護 施 設
－３社 会 福 祉 法 人１母 子 福 祉 セ ン タ ー
５０３５社 会 福 祉 法 人１児 童 心 理 治 療 施 設



た額（限度額 増加定員に２０万円を乗じて得た額）
実 績 平成２８年度 該当なし
予 算 額 平成２９年度 ０千円

鑑 社会福祉法人等の指導監査

目 的 社会福祉法人及び社会福祉施設等の適正な運営を図るため，関係法令，
通知による指導事項について監査を行うとともに，必要な助言，指導を
行う。

平成２９年度指導監査対象数 社会福祉法人 １１８
社会福祉施設 ５４０

３ 介護保険
敢 介護保険制度（国の制度 平成１２年４月から実施）

目 的 介護保険は，自己責任の原則と社会的連帯の精神のもと，介護を要す
る状態になっても，できる限り自立した生活を営めるように，真に必要
な介護サービスを総合的・一体的に提供する制度である。

対 象 者 ① 第１号被保険者…６５歳以上の者
② 第２号被保険者…４０歳以上６５歳未満で医療保険に加入している者

保険給付の内容
① 介護サービス

訪問介護，訪問入浴介護，訪問看護，訪問リハビリテーション，居
宅療養管理指導，通所介護，通所リハビリテーション，短期入所生活
介護，短期入所療養介護，特定施設入居者生活介護，福祉用具貸与，
福祉用具購入費の支給，住宅改修費の支給，居宅介護支援

② 介護予防サービス
介護予防訪問介護，介護予防訪問入浴介護，介護予防訪問看護，介

護予防訪問リハビリテーション，介護予防居宅療養管理指導，介護予
防通所介護，介護予防通所リハビリテーション，介護予防短期入所生
活介護，介護予防短期入所療養介護，介護予防特定施設入居者生活介
護，介護予防福祉用具貸与，介護予防福祉用具購入費の支給，介護予
防住宅改修費の支給，介護予防支援

③ 施設サービス
介護老人福祉施設，介護老人保健施設，介護療養型医療施設

④ 地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護，複合型サービス（看護小規模

多機能型居宅介護），小規模多機能型居宅介護，夜間対応型訪問介
護，地域密着型通所介護，認知症対応型通所介護，認知症対応型共同
生活介護（グループホーム），地域密着型特定施設入居者生活介護，
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
⑤ 地域密着型介護予防サービス

介護予防小規模多機能型居宅介護，介護予防認知症対応型通所介護，
介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

⑥ 高額介護（予防）サービス費
⑦ 高額医療合算介護（予防）サービス費
⑧ 特定入所者介護（予防）サービス費

保 険 料 ① 第１号被保険者

② 第２号被保険者
加入している医療保険ごとに定められた算定方法による。

地域支援事業

要支援者等を対象に，自立支援と介護予防を推進する，介護予防・日常生活支援総
合事業を実施するとともに，地域の高齢者に対する総合相談支援・権利擁護等を行う
包括的支援事業，さらには地域の実情に応じた必要な支援等を行う任意事業を実施す
る。
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平成２９年度保険料（年額）対 象 者所得段階

３１，２００円基準額×０．４５
・本人が生活保護受給者，中国残留邦人等支援給
付受給者の人
・世帯全員が市町村民税非課税で，老齢福祉年金
受給者又は本人の課税年金収入額と合計所得金額
の合計が８０万円以下の人

第 １ 段 階

５１，９００円基準額×０．７５
世帯全員が市町村民税非課税で，本人の課税年金
収入額と合計所得金額の合計が１２０万円以下で，第
１段階対象者以外の人

第 ２ 段 階

５１，９００円基準額×０．７５世帯全員が市町村民税非課税で，第１段階及び第
２段階の対象者以外の人第 ３ 段 階

６２，３００円基準額×０．９
世帯内に市町村民税課税の人がいるが，本人は市
町村民税非課税で，課税年金収入額と合計所得金
額の合計が８０万円以下の人

第 ４ 段 階

６９，２００円基準額世帯内に市町村民税課税の人がいるが，本人は市
町村民税非課税で，第４段階対象者以外の人第 ５ 段 階

８６，５００円基準額×１．２５本人が市町村民税課税で，合計所得金額が１２５万円
未満の人第 ６ 段 階

９０，０００円基準額×１．３本人が市町村民税課税で，合計所得金額が１２５万円
以上２００万円未満の人第 ７ 段 階

１０９，４００円基準額×１．５８本人が市町村民税課税で，合計所得金額が２００万円
以上４００万円未満の人第 ８ 段 階

１２８，１００円基準額×１．８５本人が市町村民税課税で，合計所得金額が４００万円
以上６００万円未満の人第 ９ 段 階

１３８，４００円基準額×２．０本人が市町村民税課税で，合計所得金額が６００万円
以上８００万円未満の人第１０段 階

１４５，４００円基準額×２．１本人が市町村民税課税で，合計所得金額が８００万円
以上１０００万円未満の人第１１段 階

１５２，３００円基準額×２．２本人が市町村民税課税で，合計所得金額が１０００万
円以上の人第１２段 階



（ア）介護予防・日常生活支援総合事業
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所管課平成２９年度予算額事 業 の 内 容事業の種類

長寿あんしん課
保健予防課８３８，６７７（千円）

要支援者等を対象に多様なニーズに対応した多様な
サービスを提供し，高齢者の自立支援と介護予防を推
進する。

介護予防・生活支援
サービス事業（訪問型・
通所型サービス他）

保健予防課９，９９１（千円）生活習慣病予防や介護予防のための健康教育や個別
の相談を実施する。

シニア世代のヘルスプ
ロモーション事業

長寿支援課２，６０３（千円）
介護予防についての知識，保健福祉サービスに関す
る施策及び介護予防のポイントなどを掲載した冊子
を作成する。（隔年作成）

高齢者のしおり作成事
業

保健予防課2４，０９３（千円）
高齢者を対象に，体操や創作活動を通して心身機能
の維持，回復をはかる。また，高齢者の介護予防と
共助の心が育つ地域づくりを推進する。

お達者クラブ運営支援
事業

保健予防課3，36１（千円）
お達者クラブの運営を行うボランティアの健康づく
り推進員の養成及び健康づくり推進員協議会の支援
を行う。

健康づくり推進員支援
事業

保健予防課1，7８１（千円）
食生活改善推進員の実施する高齢者料理教室を支援
することにより，対象者が低栄養状態に陥ることの
予防と栄養状態の改善を図る。

高齢者料理教室支援事
業

長寿支援課1，0２１（千円）
地域において，声かけ活動等を行うボランティアグ
ループを「ともしびグループ」として登録し，地域
で支えあう地域福祉を推進する。

心をつなぐともしびグ
ループ活動推進事業

長寿あんしん課5，４４８（千円）
高齢者が介護保険施設等で行うボランティア活動や
健康診査の受診に対して換金等が可能なポイントを
付与することで，高齢者の生きがいづくりや介護予
防を推進する。

高齢者いきいきポイン
ト推進事業

保健予防課1，０８０（千円）
地域で介護予防の取組が推進できるよう，よかよか
元気クラブ（住民主体の通いの場）の拡大に向けた
普及啓発，継続のための支援，介護予防に資する地
域組織活動の育成及び支援等を行う。

地域で介護予防を展開
するための連携推進事
業

保健予防課６，４６０（千円）
リハビリテーション専門職が，よかよか元気クラブ
（住民主体の通いの場）等における集団及び個別指
導を実施する等，介護予防の取組を総合的に支援す
る。

地域リハビリテーショ
ン活動支援事業
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（イ）包括的支援事業

（ウ）任意事業
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所管課平成２９年度予算額事 業 の 内 容事業の種類

長寿あんしん課58０，４９５（千円）
高齢者の介護予防及び自立支援のため，市内１７カ所
に地域包括支援センターを設置し，保健師，社会福
祉士，主任ケアマネジャーの３専門職が総合相談支
援等の業務を行う。

地域包括支援センター
運営事業

長寿あんしん課6，４１９（千円）
認知症の人が住み慣れた地域で生活を継続すること
ができるよう，国の示した「認知症施策推進総合戦
略（新オレンジプラン）」に基づく各種取組を実施
する。

認知症オレンジプラン
推進事業

長寿あんしん課２１，２２１（千円）
生活支援コーディネーターを地域包括支援センター
に配置し，介護予防・生活支援サービス事業者協議
会等を開催する。

生活支援体制整備事業

長寿あんしん課５，９６１（千円）

認知症の人が住み慣れた地域で生活を継続すること
ができるよう，認知症の人やその家族に早期に関わ
る「認知症初期集中支援チーム」を地域包括支援セ
ンターに配置し，早期診断・対応に向けた支援を行
う。

認知症初期集中支援推
進事業

長寿あんしん課８，１６３（千円）
「地域包括ケアシステム」を構築するため，「在宅医
療・介護の連携推進協議会」を開催し，本市におけ
る在宅での医療と介護の連携を推進する。

在宅医療と介護の連携
推進事業

所管課平成２９年度予算額事 業 の 内 容事業の種類

介護保険課7，８６１（千円）
利用者に適切なサービスを提供できる環境整備を図
るために，①ケアプランチェック，②給付実績の通
知，③講演会の開催等を行う。

介護給付適正化事業

長寿支援課1，７２８（千円）介護を行っている者を対象に，家族介護講習会や家
族介護交流会を実施する。

家族介護講習会等開催
事業

長寿支援課１，６００（千円）家族介護を継続して支援するため，介護慰労金を支
給する。

家族介護慰労金支給事
業

長寿支援課３０（千円）
認知症高齢者が徘徊した場合に早期発見できるシス
テムを活用し，家族が安心して介護できる環境を整
備する。

徘徊高齢者家族支援
サービス事業

長寿支援課３，２１８（千円）
身寄りのない認知症高齢者等のため，審判の申立て
のほか，後見人等報酬の助成，制度の広報・普及活
動等を行う。

成年後見制度利用支援
事業

介護保険課６４０（千円）住宅改修費の申請書に添付する理由書の作成業務に
ついて支援を行う。住宅改修支援事業

長寿支援課４４（千円）高齢者の住宅改修を行う際，リフォームヘルパーを
派遣して相談に応じる。住宅改修指導事業

長寿支援課5，5３２（千円）
市営住宅及び県営住宅のシルバーハウジングに，社会
福祉法人から生活援助員を派遣し，入居者の在宅生活
を支援する。

高齢者住宅生活援助員
派遣事業

介護保険課4，３０９（千円）
介護相談員が介護サービスの提供の場を訪問し，
サービス利用者，家族等の話を聞き，利用者等の疑
問や不満，不安等の解消を図り，介護サービスの質
的な向上を図る。

介護相談員派遣事業

長寿あんしん課2，４２４（千円）
認知症の人や家族を支援するため，認知症サポー
ター及び認知症等見守りメイトを養成するととも
に，認知症介護教室を実施する。

認知症オレンジサポー
ター養成事業



予 算 額 平成２９年度 ４８，０１９，０００千円（特別会計）
柑 低所得者対策

① 訪問介護等利用者負担助成事業

・障害者利用者支援措置（県の補助事業 平成１２年４月から実施）
障害者施策によるホームヘルプサービスを境界層該当として負担額のなかった

者が，介護保険の訪問介護等を利用した場合，利用者負担額を全額免除する。
・訪問介護等利用者負担助成（市単独事業 平成１３年４月から実施）
国の経過措置対象者として認定されていた者，市の経過措置対象者として認定

されていた者及び６５歳到達前に市の障害福祉サービスを利用していた者等が介護
保険の訪問介護等を利用した場合，利用者負担額を助成する。

予 算 額 平成２９年度 ４，５９０千円
② 低所得者利用者負担助成事業

・社会福祉法人等による軽減に対する補助
（県の補助事業 平成１２年４月から実施）

社会福祉法人等が市の認定した低所得者に対して訪問介護，通所介護，短期入
所生活介護，認知症対応型通所介護，小規模多機能型居宅介護（以上，介護予防
を含む。），定期巡回・随時対応型訪問介護看護，複合型サービス（看護小規模多
機能型居宅介護），夜間対応型訪問介護，地域密着型通所介護，地域密着型介護
老人福祉施設入所者生活介護，介護老人福祉施設入所等の利用者負担額を軽減し
た場合，その社会福祉法人等に対して補助を行う。

対 象 者 市町村民税非課税世帯であり，年間収入が単身世帯で１５０万円以下で
ある者等，一定の要件を満たす生活が困難である者

・訪問サービス等利用者負担助成（市単独事業 平成１５年７月から実施）
市の認定した低所得者が，訪問入浴介護，訪問看護，訪問リハビリテーショ

ン，居宅療養管理指導，通所リハビリテーション，短期入所療養介護及び福祉用
具貸与のサービス（以上，介護予防を含む。）を利用した場合，利用者負担額を
助成する。

対 象 者 市町村民税非課税世帯であり，年間収入が単身世帯で１５０万円以下で
ある者等，一定の要件を満たす生活が困難である者（生活保護受給者を
除く）

・中山間地域等における利用者負担額軽減に対する補助
（県の補助事業 平成２１年４月から実施）

中山間地域等の小規模事業所加算対象事業所（社会福祉法人等）が，市の認定
した低所得者に対して，訪問介護サービスの利用者負担額を軽減した場合，その
社会福祉法人等に対して補助を行う。

対 象 者 市町村民税非課税者（生活保護受給者を除く）
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予 算 額 平成２９年度 6，5７３千円
③ 介護保険料低所得者対策事業（市単独事業 平成１５年４月から実施）
事業内容 生計困難者に対し，申請により介護保険料を第１段階相当額に減額す

る。
対 象 者 介護保険料の所得段階が第２段階から第５段階に該当する者で生活保

護基準以下の者
桓 鹿児島市介護保険事業計画

「鹿児島市介護保険事業計画」は，本市の介護保険事業に係る保険給付の円滑な実
施に関する計画であり，平成27年２月に平成27年度から29年度までの第６期計画を策
定した。また，「高齢者保健福祉計画」と共通する事項が多く，調和を保つ必要があ
ることから，「鹿児島市高齢者保健福祉・介護保険事業計画」として一体的に策定し
ている。

４ 高齢者福祉
敢 敬老パス交付事業（市単独事業 昭和４２年９月から実施）
目 的 高齢者に敬老の意を表するとともに，生きがいに満ちた日々を過ごし

ていただくよう，本市域内の市電・バス，桜島フェリー及び「あいば
す」の全区間を正規運賃の３分の１（１０円未満切り捨て）で利用できる
敬老パスを交付する。

対 象 者 本市に居住し，住民登録を有する７０歳以上の者
交付実績 平成２８年度 8８，７０４人
予 算 額 平成２９年度 ４1２，８６１千円

柑 敬老祝事業（市単独事業 平成２９年度に見直し）
目 的 永年にわたり，社会に貢献してきた高齢者を祝福し，敬老の意を表す

るとともに，さらなる長寿を祈念して祝金等を支給する。
敬老祝金対象者 ９月３０日現在において８８歳であって，９月１日現在におい

て本市に居住し，住民登録を有する者。
１００歳の誕生日に本市に居住し，１年以上住民登録を有する者。

長寿者祝金対象者 ９月１日現在において，本市に居住し，１年以上住民登録
を有する者で，満１００歳を超える男性及び女性それぞれの最
高齢者。

支給状況 平成２８年度 ８８歳 ２，７００人 １００歳及び男女最高齢者 １７０人
支 給 額 ８８歳 ２０千円 １００歳 ５０千円

男女最高齢者 １００千円
予 算 額 平成２９年度 ６９，１４３千円
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桓 高齢者福祉バス運行事業（市単独事業 昭和６０年８月から実施）
目 的 高齢者の教養の向上及び健康増進のため高齢者福祉バスを運行する。
対 象 者 単位老人クラブ及び高齢者２０人以上（定員４５人の場合）または１０人以上

（定員２7人または２4人の場合）を含む団体
（定員４５人：１台 定員２7人：１台 定員２4人：１台）

利 用 料 無料
実 績 平成２８年度 運行回数 ８０６回 利用人員 １６，７２１人
予 算 額 平成２９年度 １９，７５０千円

棺 愛のふれあい会食事業（市単独事業 平成３年度から実施）
目 的 高齢者とボランティアとの会食を通じ，孤独感の解消，生きがいづく

りの促進を図る。
対 象 者 ６５歳以上の家に閉じこもりがちな高齢者等
実 績 平成２８年度 3７６団体 12７，８２９食
利 用 料 １食２００円
予 算 額 平成２９年度 ６０，７９８千円

款 すこやか長寿まつり開催事業（市単独事業 平成２４年度から実施）
目 的 家族や地域とのつながりを実感できるスポーツ・文化のイベントとし

て，すこやか長寿まつりを開催する。
実施事業 ○ねんりんステージ （高齢者の歌，舞踊の発表会や，著名人を招い

た催しを開催。各種目最高齢者参加者の表
彰。）

○高齢者作品展 ○ゲートボール大会
○グラウンド・ゴルフ大会 ○ソフトテニス大会
○ウォークラリー大会

予 算 額 平成２９年度 １1，4５６千円
歓 福祉読本作成事業（市単独事業 昭和６３年度から実施）
目 的 ２１世紀を支える世代となる小学校児童に，高齢者及び障害者のおかれ

た状況・課題等について正しい理解と認識を深めてもらう。
作成部数 平成２８年度 小学校高学年用 ６，２００部
予 算 額 平成２９年度 ４２２千円

汗 老人クラブ補助金交付事業（国の補助事業 昭和３７年度から実施）
目 的 老人クラブの健全な育成を図るとともに，老後の生活を明るく豊かな

ものにするため，単位老人クラブ及び市老人クラブ連合会に対し，助成
を行う。

結成状況 平成２８年度 ３２４の老人クラブ（会員 １７，８８８人）
運営補助 １クラブあたり年額（会員数別）
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５０人未満のクラブ ５６，４００円
５０人から９９人のクラブ ６６，０００円
１００人以上のクラブ ７８，０００円

予 算 額 平成２９年度 ２０，８８３千円（単位老人クラブ運営補助）
８，１３１千円（老人クラブ連合会補助）

漢 高齢者健康づくり・生きがいづくり活動支援事業（市単独事業 老人クラブ補助
金交付事業から分離し平成１８年度から新規として実施）
目 的 高齢者の健康づくり活動及び生きがいづくり活動をしている老人クラ

ブ等に対し，助成を行う。
対 象 者 ・老人クラブ（会員２０人以上または会員の１／２以上の参加）

・構成員の２／３以上が６０歳以上の団体で６０歳以上の者が２０人以上参加
する場合

助 成 額 １活動につき３０，０００円以内（交付対象活動は１年に１活動を限度）
実 績 平成２８年度 １０団体
予 算 額 平成２９年度 3３０千円

澗 高齢者ゲートボール場等管理事業（市単独事業 平成１５年度に３事業統合）
目 的 高齢者の健康保持と仲間づくり，地域社会での連帯意識の高揚を図る

ために設置しているゲートボール場，レジャー農園，グラウンド・ゴル
フ場を管理する。

設置基準 ・設置場所は地理的・地形的に安全な土地であること。
・５年以上無償で使用できること。
・ゲートボール場おおむね３７４釈以上，グラウンド・ゴルフ場おおむね
２，４００釈以上，レジャー農園おおむね１６５釈以上。

設置場所 ・ゲートボール場
市有地８カ所，民有地２２カ所，計３０カ所

・グラウンド・ゴルフ場
国有地１カ所，市有地１カ所，民有地７カ所，計９カ所

・レジャー農園
市有地８カ所，民有地５カ所，計13カ所

予 算 額 平成２９年度 ２，６５６千円
潅 すこやか入浴事業（市単独事業 平成６年度から実施）
目 的 高齢者に敬老の意を表するとともに，健康増進と生きがいづくりの促

進のため，鹿児島市域の公衆浴場等を１００円の自己負担で利用できるす
こやか入浴機能付きの敬老パスを交付する。ただし，家族風呂を利用す
る場合は，１回につき利用料金から２６０円を差し引いた金額を利用者が
支払う。

－１６４－

福
祉
・
保
健
（
４
高
齢
者
福
祉
）



対 象 者 本市に居住し，住民登録を有する７０歳以上の者
利用回数 １人年３０回以内
利用実績 ５５１，３９３回（延回数）
交付実績 平成２８年度 ９５，３１４人
予 算 額 平成２９年度 １３７，６０９千円

環 地域ふれあい交流助成事業（市単独事業 平成１０年度から実施）
目 的 高齢者の生きがいづくりを促進し，小中学生及び園児の高齢社会への

理解を促すため，地域における高齢者（６５歳以上の方）と小中学生及び
幼稚園等において園児との交流を深める事業を実施する団体（町内会，
老人クラブ，あいご会等）に対して事業に要する費用の助成を行う。

事業内容 最初に交付を受けた年度から３年間は１事業５万円を，４年目以降は
１事業３万円を限度額として補助。（同一事業は３回まで）

実 績 平成２８年度 2７６事業
予 算 額 平成２９年度 1１，１９２千円

甘 高齢者福祉センター等管理運営事業（市単独事業 平成７年度から実施）
目 的 高齢者相互のふれあいと交流を図り，生きがいと健康づくりを支援す

る高齢者福祉センター等のうち，高齢者福祉センターの管理を指定管理
者として社会福祉法人鹿児島市社会福祉協議会に，喜入老人憩の家の管
理を株式会社南和産業に，すこやかランド石坂の里の管理を公益社団法
人鹿児島市シルバー人材センターに行わせる。

○使 用 料 無料（ただし浴室は１人１回につき100円）
○利用対象者 本市に居住する６５歳以上の者。（ただし，東桜島は６０歳以上の者）

本市の老人クラブ等。
高齢者福祉センター東桜島，桜島，郡山，喜入老人憩の家，すこ
やかランド石坂の里は，市内の高齢者以外の団体の利用を認め
る。（浴室は除く）

所 在 地
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休館日開館時間名 称

敢月曜日

柑祝日

桓１２月２９日から
翌年の１月３
日まで

午前９時から午後５時

鹿児島市高齢者福祉センター与次郎
鹿児島市高齢者福祉センター谷山
鹿児島市高齢者福祉センター吉野
鹿児島市高齢者福祉センター桜島
鹿児島市高齢者福祉センター郡山
鹿児島市高齢者福祉センター伊敷
鹿児島市喜入老人憩の家
鹿児島市すこやかランド石坂の里

午前１０時から午後８時鹿児島市高齢者福祉センター東桜島

・高齢者福祉センター与次郎
与次郎一丁目１０番６号

・高齢者福祉センター谷山
西谷山一丁目１番７号



予 算 額 平成２９年度 ３１０，４２７千円
監 元気高齢者活動支援事業（市単独事業 平成１３年度から実施）
目 的 高齢者の能力を生かし，積極的な社会参加と生きがいづくりを支援す

るため，専門的な知識や技術を取得した高齢者を「元気高齢者」として
登録し，老人クラブや町内会などの団体に講師として紹介する。

登録者数 平成２８年度 6６人
実 績 紹介件数 １７８件
予 算 額 平成２９年度 ５８３千円

看 高齢者福祉相談員設置事業（市単独事業 昭和４７年度から実施）
目 的 ひとり暮らし高齢者等安心通報システム利用者等に対する電話による

健康状態の確認や各種相談業務等を行い，高齢者の福祉の増進を図る。
相 談 員 ２人
実 績 平成２８年度相談件数 2４，２４１件
予 算 額 平成２９年度 ５，４８４千円

竿 高齢者福祉電話設置事業（市単独事業 昭和５１年１月から実施）
目 的 ひとり暮らしの高齢者等に対し福祉電話を設置し，孤独感を和らげる

とともに安否確認を行い，生命の安全を図る。
対 象 者 おおむね６５歳以上のひとり暮らし高齢者等で，生命の安全の確保が懸

念され，定期的な安否確認が必要な者 ※住民税非課税世帯であり，現
に電話が設置されていない世帯

設置状況 平成２８年度末 稼働台数 ８３台
予 算 額 平成２９年度 ２，２６６千円

管 虚弱高齢者等福祉用具給付事業（市単独事業 平成１２年度から実施）
目 的 虚弱なひとり暮らしの高齢者等に対して，寝たきり予防等を図るため

介護保険給付対象外の福祉用具を給付する。
給付品目 ・手押し車 ・電磁調理器 ・自動消火器 ・火災警報器 ・吸引器

・入浴担架 ・湯沸器 ・発電機またはバッテリーセット
対 象 者 ６５歳以上の虚弱なひとり暮らし高齢者等
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・高齢者福祉センター吉野
吉野町３２７５番地３

・高齢者福祉センター郡山
郡山町１７６番地

・喜入老人憩の家
喜入中名町１０００番地２２

・高齢者福祉センター桜島
桜島横山町１７２２番地１７

・高齢者福祉センター伊敷
下伊敷一丁目１０番３号

・すこやかランド石坂の里
石谷町１３１７番地

・高齢者福祉センター東桜島
東桜島町７２０番地



敢 手押し車は，下肢の不自由な者
柑 電磁調理器，自動消火器，火災警報器は，初期の認知症などによ
り，防火等の配慮が必要な者

桓 吸引器，入浴担架，湯沸器，発電機またはバッテリーセットは要
介護３以上で必要と認められる者

費用負担 生計中心者の前年所得税額に応じた負担（無料～５割）
実 績 平成２８年度 手押し車 5１４台 電磁調理器３３台 自動消火器２６台

火災警報器 ４個 吸引器９7台
予 算 額 平成２９年度 ８，０９６千円

簡 寝たきり高齢者等寝具洗濯サービス事業（市単独事業 昭和５２年度から実施）
目 的 寝たきり高齢者等の保健衛生の向上及び福祉の増進を図る。
対 象 者 在宅の６５歳以上，要介護認定において要介護３以上と判定された者
寝具洗濯サービスの対象 掛け布団・敷布団・毛布
実施回数 １人年間３回以内（申請時期により異なる）
実 績 平成２８年度 延 4６６人
予 算 額 平成２９年度 １，２５３千円

緩 寝たきり高齢者等理髪・美容サービス事業（市単独事業 平成６年度から実施）
目 的 寝たきり高齢者等の保健衛生の向上及び福祉の増進を図る。
対 象 者 在宅の６５歳以上，要介護認定において要介護３以上と判定された者
実施回数 １人年間３回以内（申請時期により異なる）
実 績 平成２８年度 延８８４人
予 算 額 平成２９年度 ３，２５６千円

缶 紙おむつ等助成事業（市単独事業 平成１２年度から実施）
目 的 紙おむつ等を使用している高齢者に対し，現物支給又は費用の一部を

助成することにより，高齢者の福祉及び衛生の向上を図るとともに，経
済的負担の軽減を図る。

対 象 者 在宅又は病院で紙おむつ等を使用している６５歳以上の高齢者で住民税
非課税世帯の者（介護保険施設利用者，生活保護受給者は除く）

助成内容 ＜在宅＞○要介護４・５の者
年額１０万円相当の紙おむつ等支給

○その他の者
年額５万円相当の紙おむつ等支給

＜入院＞ 月額４千円を限度とする現金助成
実 績 平成２８年度 決定者数１０，１１４人（現物支給：７，０２６人，現金支給：3，0８８人）
予 算 額 平成２９年度 ３２９，８２５千円

翰 寝たきり高齢者等訪問歯科診療推進補助事業（市単独事業 平成８年度から実施）
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目 的 歯科診療が必要な寝たきりの高齢者等の歯科診療を推進するため，市
歯科医師会が訪問診療を行うのに必要な機材購入費及び運営費等に補助
を行う。

実 績 平成２８年度 申込み件数2７８件 訪問回数６００回
予 算 額 平成２９年度 ２，７５１千円

肝 老人介護手当支給事業（市単独事業 昭和６１年度から実施）
目 的 在宅の寝たきり高齢者又は重度認知症高齢者を介護する者に介護手当

を支給し，介護者の労をねぎらうとともに，寝たきり高齢者等の福祉の
増進を図る。

対 象 者 本市に１年以上住所を有する者で，寝たきり高齢者又は重度認知症高
齢者を現に扶養し，同居又はこれに準ずる状態で６か月以上介護してい
る者
① 寝たきり高齢者 ６５歳以上の者で，在宅において６か月以上常時

他の者の介護を必要とする者（要介護認定におい
て要介護３以上）

② 重度認知症高齢者 ６５歳以上の者で，認知症状により在宅において
６か月以上常時他の者の介護を必要とする者（要
介護認定において要介護３以上）

①・②ともに本市に１年以上住所を有する者であること及び在宅でな
い期間が３１日を超えないこと。

資格認定日 毎年度８月１日及び２月１日
手当の額 １人年額 ９０，０００円

４５，０００円（国の特別障害者手当又は経過的福祉手当の受給者）
実 績 平成２８年度 寝たきり高齢者等1，８４３人

国の手当受給者 1３９人
予 算 額 平成２９年度 １7４，９３６千円

艦 ひとり暮らし高齢者等安心通報システム設置事業（市単独事業 平成２５年度から
実施）
目 的 ひとり暮らし高齢者等の世帯で，急病などの緊急時にボタンが押され

たときや見守りセンサーが異常を感知したときに，警備員が駆けつける
通報システムを設置する。

対 象 者 ① ６５歳以上のひとり暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯で，世帯全員
が病弱なため，日常生活を営むうえで常時注意を要する世帯

② ６５歳以上の高齢者のみの世帯で，同居する１人が重度の要介護状態
にある世帯

③ ８０歳以上のひとり暮らし高齢者世帯
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実 績 平成２８年度末 稼動台数 1，３１９台
予 算 額 平成２９年度 ６９，７５１千円

莞 心をつなぐ訪問給食事業（市単独事業 平成５年度から実施）
目 的 ひとり暮らしの高齢者等に定期的な配食を提供し安否確認を行うこと

により，高齢者の健康で自立した生活の支援及び孤独感の解消を図ると
ともに，配食に従事する者とのふれあいを通じて，自立意欲を促進する。

対 象 者 定期的に安否確認を必要とする６５歳以上のひとり暮らしの高齢者で，食
生活の手助けを必要とする者。（高齢者のみの世帯で，世帯全員が要支
援以上の世帯などを含む）

配食回数 要支援２以上 昼食 週６回以内
夕食 週６回（昼食を６回受ける者等）

要支援１以下 昼食 週３回以内
利 用 料 昼・夕食とも１食 ４００円（住民税非課税世帯に属する者及び生活保

護受給者は１食２００円）
実 績 平成２８年度 利用者 2，0６5人 延３９７，6５０食
予 算 額 平成２９年度 ２４４，７３３千円

観 老人性白内障等特殊眼鏡等助成事業（市単独事業 平成４年度から実施）
目 的 老人性白内障等により開眼手術を受けた高齢者のうち，人工水晶体の

埋め込み手術が不可能な者に対し，これに代わる特殊眼鏡等を購入した
場合，その費用の全部又は一部を助成し高齢者の福祉の向上を図る。

対 象 者 引き続き１年以上，市内に住所を有する６５歳以上の者で，所得税非課
税世帯に属する者

助成金額 特殊眼鏡 一対当たり実費相当額（限度額４万円）
コンタクトレンズ 一眼当たり実費相当額（限度額２万５千円）

実 績 平成２８年度 ２件
予 算 額 平成２９年度 ６５千円

諌 高齢者住宅改造費助成事業（市単独事業 平成９年度から実施）
目 的 在宅の高齢者等がいる世帯に対し，住宅改造に必要な経費を助成し，

高齢者等の自立促進，寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図る。
助成条件 ① 対 象 者 要介護認定で要支援以上と認定された者又はその同居

者で，同居者全員の前年課税所得の合計額が３３０万円以下
であり，納付すべき市税の滞納がない世帯

② 対象工事 既存の居室，浴室，台所，廊下等の設備構造等を高齢
者等に適応するように改造するための工事（※新築・増
築は対象外）

③ 助 成 額 １００万円と対象経費のいずれか低い金額に３分の２を
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乗じた額（限度額 ６６万６千円）
実 績 平成２８年度 １２３件
予 算 額 平成２９年度 ６１，６６８千円

貫 高齢者短期入所事業（市単独事業 平成12年度から実施）
目 的 被虐待高齢者や認知症等による徘徊高齢者等を一時的に養護老人ホー

ム等に入所させて保護する。
対 象 者 本市に住所を有し，概ね65歳以上の者で，虐待を受け又は受けている

疑いのある者で養護者と分離する必要がある者 等
利用期間 原則７日以内
費用負担 施設利用料，食費，その他実費
予 算 額 平成2９年度 358千円

還 高齢者虐待防止ネットワーク推進事業（市単独事業 平成20年度から実施）
目 的 地域包括支援センター，民生委員等の関係機関で構成する高齢者虐待

防止ネットワーク協議会を中心に，高齢者の虐待防止や早期発見に努
め，高齢者や養護者への支援を行うとともに，関係機関の連携体制の強
化を図る。

事業内容 ① 高齢者虐待防止ネットワーク協議会の運営
② 高齢者虐待対応
③ 高齢者虐待防止研修会の開催

予 算 額 平成2９年度 ６８０千円
鑑 生活支援支え手育成モデル事業（県補助事業 平成28年度から実施）

目 的 地域の互助活動を促進し，住民主体のサービスの担い手を育成するた
め，高齢者を含む任意の団体が行う互助活動に対して支援する。

対象団体 高齢者が構成員の半数以上を占める３人以上の団体（グループ）
対象活動 在宅高齢者の生活援助活動等（１時間で１ポイント，１日上限１ポイ

ント）
換 金 等 １ポイント1，000円（年間上限12万円）
予 算 額 平成２９年度 ２，４９４千円

間 軽費老人ホーム谷山荘（Ｂ型）（市単独事業 昭和５１年度から実施）
目 的 低額な料金で高齢者に居室を提供し，併せて日常生活上必要な便宜を

供与する。
対 象 者 ① 本市に住所がある６０歳以上の者

② 家庭環境，住宅事情等の理由により，居宅において生活することが
困難な者

③ 自炊ができる程度以上の健康状態にある者
④ 収入が使用料の３．５倍以上ある者
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※ただし，２８年度登録グループは

１ポイント７００円



⑤ 所得税を課せられていない者
※ 利用許可を受けた者とともに利用しようとする配偶者，三親等内の
親族その他特別な事情によりホームを利用させることが必要と認めら
れる者については①，④に該当しなくても利用できる。

使 用 料 １人用居室 月額 １１，０００円 ２人用居室 月額 １５，４００円
指定管理者 社会福祉法人 鹿児島市社会事業協会

予 算 額 平成２９年度 2１，４５９千円
閑 軽費老人ホーム（ケアハウス）事務費補助事業（市単独事業 平成８年度から実施）
目 的 軽費老人ホームの運営費に係る事務費について補助を行い，家庭環境，

住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な高齢者の入
居を促進する。

補助内容 事務費基準額から，入所者が収入に応じて負担する額を差し引いた額
について補助する。

予 算 額 平成２９年度 ３4８，３５８千円
関 老人福祉施設協議会補助金交付事業（市単独事業 平成５年度から実施）
目 的 施設職員の資質の向上等を図るとともに，老人福祉施設の基盤強化を

図るため，鹿児島市老人福祉施設協議会に補助金を交付する。
対象事業 会議，研修会等
予 算 額 平成２９年度 ２００千円

陥 高齢者福祉施設管理基金の設置（平成５年度から積立）
目 的 本市の高齢者福祉施設の管理運営に要する経費に充てることを目的と

して「高齢者福祉施設管理基金」を設置し，高齢者福祉の増進を図る。
事業概要 基金運用から生じる利息を高齢者福祉センターの管理運営事業の財源

として充当する。
基金総額 平成２８年度末 ５，９２4，523千円

韓 養護老人ホームへの入所措置（国の制度 昭和２５年度から実施）
目 的 原則６５歳以上の者で環境上の理由等により居宅において養護を受ける

ことが困難な者を養護老人ホームに入所させることにより，心身の健康
保持及び生活の安定を図る。

対 象 者 原則６５歳以上の者で環境上及び経済的理由により居宅において養護を
受けることが困難な者
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昭５１．５．１１，５１０釈１，８３０釈３人３８人谷山中央１丁目
５０２７－３

鹿 児 島 市 軽 費
老人ホーム谷山荘
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入所施設 市内施設 ３施設 定員２３０人
予 算 額 平成２９年度 １7３，１５９千円

館 後期高齢者医療制度（国の制度 平成２０年度制度開始）
対 象 者 ７５歳以上の者及び６５歳から７４歳で一定の障害のある者
医療費の自己負担 １割（但し，現役並みの所得者は３割）
保 険 料 鹿児島県後期高齢者医療広域連合で決定し，保険料率は県内一律。

保険料（年額）＝均等割額（５１，５００円）＋所得割額｛（総所得金額等－
基礎控除３３万円）×所得割率（９．97％）｝

所得に応じて，均等割額，所得割額の軽減措置がある。
保険料の納め方 特別徴収（年金から控除）と普通徴収（金融機関の窓口等での納

付又は口座振替，納期は７月から翌年３月までの９期）
保健事業 後期高齢者医療制度の被保険者を対象とした長寿健診の実施
そ の 他 後期高齢者医療制度の被保険者を対象に，本市独自の事業としては

り・きゅう施設利用補助（施術１回につき１，１００円，年６０回以内），外来
人間ドック及び脳ドックの利用補助を行う。

予 算 額 平成２９年度 7，１２４，８００千円（特別会計）
舘 鹿児島市高齢者保健福祉計画

「鹿児島市高齢者保健福祉計画」は，老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設によ
る事業の供給体制の確保に関する計画であり，平成27年２月に平成27年度から29年度
までの計画を策定した。また，「介護保険事業計画」と共通する事項が多く，調和を
保つ必要があることから，「鹿児島市高齢者保健福祉・介護保険事業計画」として一
体的に策定している。
丸 鹿児島市立いしき園（養護老人ホーム，救護施設と併設）
目 的 環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが

困難な者で，実施機関より措置又は委託された者を入所させ養護する。
入所対象者 原則６５歳以上の者で環境上の理由等により居宅において養護を受ける

ことが困難な者

含 鹿児島市立喜入園（養護老人ホーム）
目 的 環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが

困難な者で，実施機関より措置又は委託された者を入所させ養護する。
入所対象者 原則６５歳以上の者で環境上の理由等により居宅において養護を受ける
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職 員 数
平成２９年度

予 算 額

平成２８年度
月 平 均
入 所 者 数

定員建物面積敷地面積所在地
区 分

施設名

２０（７）人
（再任用）

千円
2２３，８５７6３．６人

人
１１０２，５２３釈２６，221釈

西伊敷
四丁目
１２ － ２

養護老人ホーム



ことが困難な者

岸 吉田福祉センター管理運営事業（市単独事業 平成１６年１１月から実施）
※旧吉田町単独事業 平成１０年度から実施

目 的 地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るため，吉田福祉セン
ターの管理を１８年４月から指定管理者として社会福祉法人鹿児島市社会
福祉協議会に行わせる。

○開館時間 午前９時～午後５時
○休 館 日 月曜日，祝日，１２月２９日から翌年の１月３日まで

所 在 地 本城町１６８７番地２
予 算 額 平成2９年度 1５，２４６千円

－１７３－

職 員 数
平成２９年度

予 算 額

平成２８年度
月 平 均
入 所 者 数

定員建物面積敷地面積所在地
区 分

施設名

１０人千円
1３6，８８１３４．７人

人
５０２，４７７釈７，９７３釈

喜入町
８４６２養護老人ホーム
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５ 障害者福祉
敢 身体障害者手帳の交付状況 （平成２９．４．１現在）

柑 友愛パス交付事業（市単独事業 昭和４６年度から実施）
目 的 心身障害者等の更生への努力に対し，市民が励ましといたわりの気持

ちを表し，障害者等の福祉の増進を図るため，鹿児島市域の市電，市バ
ス，民営バス，桜島フェリーを無料で利用できる友愛パスを交付する。

対 象 者 本市に居住し，住民登録を有する６歳以上の障害者等で身体障害者手
帳（１級～４級）の交付を受けている者（ただし，４級については６５歳
以上），療育手帳の交付を受けている者，原爆被爆者諸手当の受給者及
び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

交付状況

予 算 額 平成２９年度 3４０，１９３千円
桓 友愛タクシー券交付事業（市単独事業 平成４年度から実施）
目 的 重度の障害者が，生活の利便及び社会参加の促進のためタクシーを利

用する場合に，その運賃の一部を補助することで，障害者の福祉の増進
を図る。

対 象 者 本市に居住し，住民登録を有する者のうち，身体障害者手帳の交付を
受けている者で，障害の程度が視覚の１級または２級の者，下肢の１級
から４級までの者（ただし４級については６５歳以上），体幹の１級から
３級までの者並びに内部障害の１級の者，療育手帳の交付を受けている
者で障害の程度がＡ１，Ａ２又はＡの者，精神障害者保健福祉手帳の交付
を受けている者で障害の程度が１級の者
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障 害 別 人 員
人（全人口4．60％）交 付 者 数

１８歳未満１８歳以上

２１人1，9０９人視 覚 障 害12，６１９人男

１８歳以上年
齢
及
び
性
別

9４人2，5７６人聴 覚 障 害14，２５０人女

1１９人7，７６２人内 部 障 害2６，８６９人計

４人2４２人言語機能障害３０３人男

１８歳未満 ３２０人14，３８０人肢 体 不 自 由2５５人女

5５８人2６，８６９人計5５８人計

2８27２６２５年 度

友 愛 パ ス

交 付 者 数

9，6７６人9，643人９，６０５人９，５６５人身体障害者
1２９人137人１４５人１５３人原爆被爆者

2，９４２人2，780人２，８７８人２，７４９人知的障害者
4，４８３人4，282人３，９９７人３，７８４人精神障害者



交付状況 9，9１５人（平成２８年度）
身体障害者 ９，17４人 知的障害者 ７０２人 精神障害者 39人

予 算 額 平成２９年度 ８４，９４９千円
棺 ろうあ者福祉相談員設置事業（市単独事業 昭和４３年１０月７日から実施）
目 的 市内に居住するろうあ者の各種行政手続，一般生活相談等に応じ，広

く便宜を供与し，福祉の向上を図る。
対 象 者 ろうあ者及びろうあ者との問題で意思の疎通や理解を深める必要のあ

る者
相 談 員 １人
相談件数 １，０５０件（平成２８年度）
予 算 額 平成２９年度 ２，７６３千円

款 相談等業務委託事業（市単独事業 平成８年度から実施）
目 的 身体障害者，知的障害者本人又はその保護者等からの相談に応じ，必

要な指導を行うとともに関係機関の業務に対する協力や地域活動を通し
て援護思想の普及に努める。また，相談員に対し研修を実施することに
より，相談員の活動促進に努め，障害者福祉の増進を図る。
① 身体障害者相談員

身体障害者のうちから適当と認められる者に対し，身体に障害のあ
る者の相談に応じる業務を委託して，身体障害者からの更生援護の相
談に応じ必要な指導を行う。
相談員数 ６３人

② 知的障害者相談員
知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められる者に対

し，知的障害者本人又は保護者等からの相談に応じる業務を委託し
て，知的障害者の更生援護に関する必要な指導，助言を行う。
相談員数 １２人

予 算 額 平成２９年度 １，８５6千円
歓 障害福祉サービス給付事業（国の制度 平成１８年度から事業を一本化）
目 的 障害者（児）に居宅介護，生活介護などの障害福祉サービス等を提供

する。
事業内容 日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と，自立した生活に

必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」等があり，家庭などで利
用できる「訪問系サービス」，入所施設などで昼間に利用できる「日中
活動系サービス」，居住の場として利用できる「居住系サービス」等に
分けられる。
① 訪問系サービス
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居宅介護（ホームヘルプ），重度訪問介護，同行援護，重度障害者
等包括支援，行動援護，短期入所（ショートステイ）

② 日中活動系サービス
生活介護，療養介護，自立訓練（機能訓練・生活訓練），就労移行

支援，就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）
③ 居住系サービス

施設入所支援，共同生活援助（グループホーム）
④ 地域相談支援給付（地域移行支援，地域定着支援）
⑤ 計画相談支援給付（サービス等利用計画）

利用者負担 原則，所得に応じた４区分の上限月額（ただし，利用したサービス費
用の１割の方が低い場合は，１割）

予 算 額 平成２９年度 １2，6４５，０６７千円
汗 障害福祉サービス利用者負担軽減事業（市単独事業 平成１８年度から実施）
目 的 市独自の利用者負担軽減を図り，利用を促進するため，利用者負担額

を２分の１とする。
事業内容 障害福祉サービスの利用について，平成2９年度も引き続き，利用者負

担額を２分の１とする。
予 算 額 平成２９年度 １３，８３５千円

漢 障害児通所等支援事業（国の制度 平成１８年度から実施 平成２４年度から児童デ
イサービスが移行し，サービスを拡充して実施）
目 的 障害児に対する療育として，児童発達支援や放課後等デイサービス等

を実施し，日常生活における基本的な動作の指導，生活能力の向上のた
めに必要な訓練等を行う。

事業内容 在宅の障害児に対して，障害児通所支援事業所や保育所等において，
日常生活における基本動作の指導，集団生活への適応訓練及び生活能力
の向上のために必要な訓練等の支援を行う「障害児通所支援」として，
以下のサービス利用を支援する。
① 児童発達支援
② 放課後等デイサービス
③ 保育所等訪問支援

利用者負担 原則，所得に応じた３区分の上限月額（ただし，利用したサービス費
用の１割の方が低い場合は１割）

予 算 額 平成２９年度 ４，５３０，１１２千円
澗 障害児通所支援利用者負担軽減事業（市単独事業 平成１９年度から実施 ※平成
２３年度までは「児童デイサービス利用者負担軽減事業」）
目 的 市独自の利用者負担軽減を図り，利用を促進するため，利用者負担額
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を無料とする。
事業内容 障害児通所支援の利用について，利用者負担額を無料とする。
予 算 額 平成２９年度 1５２，４９７千円

潅 補装具費支給事業（国の制度 昭和２５年度から実施）
目 的 身体障害者（児）の日常生活や社会生活の向上を図るため，失われた身

体機能や損傷のある身体機能を補うための用具（補装具）を購入，修理す
るための費用を支給し，身体障害者（児）の日常生活や社会生活の向上を
図る。

交付（修理）件数

予 算 額 平成２９年度 17４，６３４千円
環 障害児補装具費利用者負担軽減事業（市単独事業 平成１９年度から実施）
目 的 障害児の補装具費の支給について，利用者負担の軽減を図る。
事業内容 障害児の補装具費の支給に際し，当該支給に係る利用者負担額を２分

の１とする。
予 算 額 平成２９年度 1，６１１千円

甘 難聴児補聴器購入助成事業（市単独事業 平成２５年度から実施）
目 的 補聴器の装用による言語の習得やコミュニケーション能力の発達，教

育上必要な聴力の確保を図る。
事業内容 １８歳未満で身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児の補聴器購

入，修理に要する費用の一部を助成する。
予 算 額 平成２９年度 ２５2千円

監 日常生活用具給付事業（国の制度 昭和４７年度から実施）
目 的 在宅の重度障害者が日常の家庭生活を営む上での不便を解消するため

に，用具を給付することにより，日常生活の利便を図る。
対 象 者 在宅の重度障害者（品目により障害種別・等級は異なる）
給付件数

予 算 額 平成２９年度 １12，３９７千円

－１７７－

2８27２６年 度
種 別

１，１３３１，239１，３２４補 装 具 交 付

6６６626６８８補 装 具 修 理

1，７９９1，865２，０１２計

2８27２６年 度
1１，１３６10，850１０，７９５件 数
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看 社会参加促進事業（国の制度 一部単独事業）
目 的 ノーマライゼーションの理念の実現に向けて，障害者の自立と社会参

加の促進を図る。
内 容 敢 手話講座の実施（昭和５７年度から実施）

市民を対象に各クラスごとに手話講座を実施
（入門：９５人，基礎：７５人，手話通訳者養成：７５人）

柑 手話通訳者の設置（昭和５３年度から実施）
本庁及び各支所に手話通訳者を設置

桓 手話通訳者等派遣事業（平成１４年度から実施）
聴覚障害者及び音声機能又は言語機能に障害がある者に対し，申請

に応じて，手話通訳者及び要約筆記者を派遣することにより，障害者
の自立と社会参加の促進を図る。

棺 自動車改造費助成（昭和５３年度から実施）
身体障害者が自ら使用する自動車の改造に要する経費を助成（限度

額 １０万円：所得要件あり）
款 自動車運転免許取得費助成（平成１０年度から実施）

身体障害者が自動車運転免許を取得するための経費の一部を助成
（限度額 １０万円）
歓 スポーツ大会の開催（昭和４２年度から実施）

身体障害者体育大会，知的障害者スポーツ大会
汗 １日レクリエーション（市単独事業 昭和４７年度から実施）
漢 レクリエーション教室開催（平成８年度から実施）
澗 ボランティア活動参加促進（知的障害者）（平成８年度から実施）

知的障害者が行うボランティア活動を支援
潅 要約筆記講座の実施（平成２６年度から実施）

市民を対象に要約筆記講座を実施（２０人）
環 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業（平成２６年度から実施）

視覚機能と聴覚機能に障害を併せ持つ重度重複障害者に対し，申請
に応じて，盲ろう者向け通訳・介助員を派遣することにより，障害者
の自立と社会参加の促進を図る。

甘 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業（平成２６年度から実施）
予 算 額 平成２９年度 ５２，２０５千円

竿 重度身体障害者ガソリン代等助成事業（市単独事業 平成８年度から実施）
目 的 重度の身体障害者のうち，自ら自動車を運転することにより社会参加

が可能で，かつ，低所得の方に対し自動車の燃料費の一部を助成するこ
とにより，社会参加を容易にし自立を促進する。
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助 成 額 ① ガソリン車 １リットル当たり４０円 年１８０リットル以内
② 軽油車 １リットル当たり１８円 年１８０リットル以内

助成人員 7２人（平成2８年度実績）
予 算 額 平成２９年度 ５４６千円

管 ゆうあい館交流事業補助金（市単独事業 平成６年度から実施）
目 的 本市の障害者が集う心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）にお

いて実施される交流事業に対し補助金を交付し，障害者の社会参加，福
祉の向上に寄与する。

内 容 ゆうあい館交流事業実行委員会が実施するゆうあい館交流フェスタに
対し補助金を交付する。

予 算 額 平成２９年度 40０千円
簡 ゆうあい福祉バス運行事業（市単独事業 平成９年度から実施）
目 的 障害者団体等からの要請に応じて，リフト付バスを運行し，障害者の

各種研修会，講演会，スポーツ，レクリエーション等への参加を容易に
することによって，障害者の社会参加の促進を図る。

事業内容 リフト付バス １台（定員２５人）
運行範囲 鹿児島県内（離島を除く）
利用日・時間 １２月２９日から翌年の１月３日までを除く日

午前９時３０分から午後４時３０分まで
実 績 平成２８年度 運行回数 １５４回，利用人員 延５，７９６人
予 算 額 平成２９年度 ４，４２８千円

緩 福祉用具貸与事業

（市単独事業 平成３年度から実施。ベビーセンサーは平成１９年度から実施）
目 的 社会生活上福祉用具を必要とする者に対して，福祉用具を貸与するこ

とにより障害者の社会参加と福祉の増進に寄与する。
対 象 者 原則として，本市に居住する者で，下記に該当する者

・車いす 医療機関への通院，旅行等社会生活上車いすを必要とする者
・ベビーセンサー 乳幼児を養育する聴覚障害者

貸与期間 車いす おおむね１ヶ月
ベビーセンサー ２ヶ月（最長１年まで更新可能）

実 績 車いす 平成２８年度 １３３件
ベビーセンサー 平成２８年度 ０件

缶 鹿児島県福祉のまちづくり条例関係事務（県移譲事務 平成１２年度から実施）
概 要 「鹿児島県福祉のまちづくり条例」に基づき，障害者等に配慮した生

活環境の整備並びにまちづくりを推進するため，不特定多数の者の利用
に供する施設のうち，障害者等が安全かつ快適に利用できるようにする
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ための整備を促進することが特に必要な施設の新築等の内容についての
届出を受理する。また，整備基準に適合していることを証する証票の交
付の請求により，適合しているものに対し交付する。
なお，平成９年度施行した「鹿児島市福祉環境整備指針」は県条例の

適用を受けない小規模の対象建築物について協議等を行っている。
翰 訪問入浴事業（国の制度 昭和４９年度から実施）
目 的 自力及び家族の介助で入浴が困難な重度心身障害者の家庭に移動浴槽

車を派遣し，心身障害者の保健衛生の向上及び家族の介護負担の軽減を
図る。

対 象 者 身体障害者手帳１・２級または知能指数３５以下で，寝たきりの状態に
あり，家族の介助だけでは入浴することができない者

利用回数 １人１月６回以内
実 績 平成２８年度 延 4，０３９人
予 算 額 平成２９年度 ５０，３１３千円

肝 ゆうあい訪問給食事業（市単独事業 平成１２年度から実施）
目 的 ６５歳未満の独居障害者世帯等を訪問して食事を提供することにより，

栄養及び献立等の面で単調になりがちな食生活を改善し，障害者の健康
増進を図るとともに，孤独感の解消を図る。なお，昼食に加えて，平成
１６年７月から夕食の配食を実施している。

対 象 者 独居重度身体障害者（１・２級）及び重度身体障害者だけの世帯の者
で食事の調理が困難な者

利用回数 昼食 週６回以内
夕食 昼食を週６回受けている者のうち希望者は週６回

利用者負担 １食４００円（住民税非課税世帯，生活保護受給者は１食２００円）
登録者数 2５６人（平成２８年度末）
予 算 額 平成２９年度 ３２，１０９千円

艦 移動支援事業（国の制度 平成１８年度から実施）
目 的 屋外での移動が困難な障害者（児）に外出時の支援を行うことにより，

社会参加と自立を促す。
対 象 者 身体障害者 身体障害者手帳の第１種の所持者

知的障害者 療育手帳の所持者
精神障害者 障害支援区分が１以上で，かつ「行動援護および重度障

害者等包括支援の判定基準表」において５点以上の者
難病患者等 外出に支援が必要であると認められる者

事業内容 ① 場所の移動のために必要となる支援
② 目的地における行動支援
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利用時間 基本 １５時間／月
個別事情に応じ，期限を定めて必要時間を追加

利 用 料 １時間あたり 身体介護を伴う ２００円
身体介護を伴わない ７５円
市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯は無料

予 算 額 平成２９年度 ２１２，８１３千円
莞 日中一時支援事業（国の制度 平成１８年度から実施）
目 的 介護者の生活支援及び障害者（児）の日中活動の場を確保することに

より，障害者（児）及び家族の安定した生活を保障する。
対 象 者 障害福祉サービスの「短期入所」の支給決定を受けている障害者及び

障害児
事業内容 障害者（児）を介護する者が，疾病等の理由により居宅における介護

ができない場合に，一時的に施設に預け，必要な保護を行う日帰り
ショートステイ

利用時間 基本 ３０時間／月
個別事情に応じ，期限を定めて必要時間を追加

利 用 料 １時間あたり ３０円（医療型 １時間あたり ４０円）
市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯は無料

予 算 額 平成２９年度 ４８，８７６千円
観 地域活動支援センター事業（国の制度 平成１８年度から実施）
目 的 在宅の障害者に創作的活動や生産活動の機会を提供することにより，

自立と社会との交流を促進する。
対 象 者 在宅の障害者
事業内容 機能訓練，社会適応訓練，創作活動，生産活動等
利 用 料 無料
委託施設 ゆうあい館，ふれあい館，つわぶき苑，にしべっぷの里，とんぼ，南

洲，かけはし，ひだまり，ソーバーハウス，サポートやすらぎ，ドリー
ム，さをり工房うえ～ぶ，きずな館，結い愛の郷

予 算 額 平成２９年度 22２，７０９千円
諌 更生訓練費支給事業（国の制度 平成１８年度から実施）
目 的 更生訓練費を支給し，社会復帰の促進を図る。
事業内容 就労移行支援及び自立訓練を利用している障害者に更生訓練費を支給

する。
予 算 額 平成２９年度 ８，３８９千円
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貫 福祉ホーム事業（国の制度 平成１０年度から実施 平成１８年１０月から障害者自立
支援法による地域生活支援事業へ移行）
目 的 日常生活に支障のある障害者に対し，低額な料金で日常生活に適する

ような居室その他の設備を利用させるとともに，日常生活に必要な便宜
を供与する福祉ホームを運営する社会福祉法人に運営費の一部を助成し，
障害者の福祉の増進を図る。

対象施設 自立ホームゆめの里 川上町６８０－３ 定員１１人
福祉ホームしろやま 下福元町３３３４ 定員８人
福祉ホームむぎのめの里 川上町１８６２－１ 定員１０人
こかげの里 川上町６８５－１２ 定員１４人
他市外２カ所

予 算 額 平成２９年度 １２，851千円
還 身体障害者福祉電話設置事業（市単独事業 平成５年度から実施）
目 的 在宅の重度身体障害者に対し福祉電話を貸与することにより，聴覚障

害者又は外出困難な重度身体障害者のコミュニケーション及び緊急連絡
の手段の確保を図るとともに，電話による安否の確認や，各種相談に応
じ，もって重度身体障害者の福祉の増進を図る。

対 象 者 聴覚障害者又は外出困難な重度身体障害者で，身体障害者手帳の等級
が２級以上の者

設置状況 平成２８年度 １台 累計7１台
予 算 額 平成２９年度 １，７１７千円

鑑 ひとり暮らし障害者等安心通報システム設置事業（市単独事業 平成２５年度から
実施 ※２４年度までは「身体障害者在宅介護支援システム設置事業」）
目 的 障害者が，長年住み慣れた地域や家庭で安心して暮らせるよう緊急通

報システムを設置する。
事業概要 障害者が緊急通報装置本体またはペンダントのボタンを押した場合や

センサー等により異常を感知した場合に，市が委託した事業者（警備会
社）が通報を受信し，利用者宅へ電話をかけ状況確認を行う。利用者が
電話を受けることができない場合には，鍵を預かった警備員を利用者宅
へ派遣し，必要に応じて，消防局へ救急車の緊急出動の要請を行う。

対 象 者 下記のいずれかに該当する者で，世帯全員が病弱なため日常生活を営
むうえで常時注意を要するもの
① ６５歳未満のひとり暮らし重度身体障害者（身体障害者手帳１・２
級）世帯

② ６５歳未満の重度身体障害者（身体障害者手帳１・２級）のみの世帯
③ ②に準ずる世帯（６５歳未満の重度身体障害者と重度知的障害者との
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同居など）
利用者負担額

予 算 額 平成２９年度 １，74６千円
間 在宅人工呼吸器・酸素濃縮器使用電気料助成事業（市単独事業 平成１３年度から
実施）
目 的 在宅で常時，人工呼吸器又は酸素濃縮器を使用している重度呼吸器機

能障害者に対して，これらの機器に係る電気料を助成し，障害者の経済
的負担の軽減と福祉の増進に資する。

対 象 者 ① 身体障害者手帳所持者で呼吸器機能障害１級又は３級の者，又はこ
れに準ずる者として特に市長が認める者

② 在宅で常時，人工呼吸器又は酸素濃縮器を使用する者
③ 生計中心者の前年の所得税が非課税の者

予 算 額 平成２９年度 1，9３０千円
閑 重度心身障害者（児）紙おむつ等助成事業（市単独事業 平成８年度から実施）
目 的 在宅又は病院等で，紙おむつ等を使用している重度心身障害者（児）

に対し，紙おむつ購入費等を助成し，重度心身障害者（児）の福祉の向
上及びその世帯の経済的負担の軽減を図る。

対 象 者 ３歳以上の身体障害者手帳１級，２級の肢体不自由者または，療育手
帳Ａ１，Ａ２，Ａに該当する者で，生計中心者の前年の所得税が非課税の者
（生活保護世帯又は６５歳以上で住民税非課税世帯を除く。）

助 成 額 月額 ４，０００円以内
予 算 額 平成２９年度 １１，２９６千円

関 寝具乾燥事業（市単独事業 昭和５４年度から実施）
目 的 寝たきりの身体障害者の寝具の洗濯・乾燥・消毒を行うことにより，

身体障害者の保健衛生の向上及び福祉の増進に寄与する。
対 象 者 １月の大半を寝たきりの状態で過ごし，かつ，日常生活に他人の介護

を要する状態が６カ月以上継続している６５歳未満の身体障害者で，伝染
性疾患者でなく，生計中心者の前年の所得税が非課税の者

実施回数 １人年３回以内
予 算 額 平成２９年度 ２６千円
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陥 重度身体障害者理髪・美容サービス事業（市単独事業 平成６年度から実施）
目 的 外出困難な重度身体障害者の家庭に理容・美容業者を派遣して，理髪・

美容サービスを行い，保健衛生の向上及び福祉の増進を図る。
対 象 者 身体障害者手帳（視覚障害１級及び６５歳未満の肢体不自由１級）の所

持者で，外出困難な重度身体障害者
実施回数 １人年３回以内
予 算 額 平成２９年度 9４７千円

韓 重度身体障害者住宅改造費助成事業（市単独事業 平成９年度から実施）
目 的 重度身体障害者の在宅での生活を支援するため，浴室・トイレ・廊下

の段差解消，手すりの設置や居室の改造等に要する経費を助成し，生活
環境の整備を図る。

対 象 者 重度身体障害者及びその同居者で，同居者全員の前年課税所得金額の
合計額が３３０万円以下であり，納付すべき市税の滞納がない世帯

助 成 額 １００万円と対象経費のいずれか低い額に，３分の２を乗じた額
予 算 額 平成２９年度 ２４，８９１千円

館 重度身体障害者住宅リフォームヘルパー事業（市単独事業 平成９年度から実施）
目 的 重度身体障害者の住宅の改造を行う際に，リフォームヘルパーを派遣

して相談に応じ，適切なアドバイスを行うことで，重度身体障害者の住
環境の改善を図る。

対 象 者 ６５歳未満の重度の身体障害者で身体状況，家族構成，家屋の状況から
居室等の改良を希望する者

予 算 額 平成２９年度 ３１千円
舘 児童発達支援事業専門員加算等補助金（市単独事業 昭和５１年度から実施）
目 的 在宅で児童発達支援事業所等へ通所する心身障害児又は重症心身障害

児に対し，日常生活基本動作訓練や集団生活適応訓練等の早期療育を行
うことにより各自の能力に応じた発達を支援する。

事業内容 児童発達支援事業所，福祉型児童発達支援センター及び放課後等デイ
サービスについて，より質の高い訓練や指導のほか専門的な個別指導
や，その家族に対する心理的サポートを含む総合的な療育指導を行う事
業所に対して，専門指導員等の経費の一部を助成する。
また，看護師等を雇用し，重症心身障害児等を通わせた場合にその経

費の一部を助成する。
予 算 額 平成２９年度 2６５，２８９千円

丸 障害児（者）地域療育等支援事業（市単独事業 平成８年度から実施）
目 的 在宅障害児（者）のライフステージに応じた地域での生活を支援する

ため，障害児（者）施設の有する機能を活用し療育，相談体制の充実を
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図るとともに，各種福祉サービスの提供の援助，調整等を行い，地域の
在宅障害児（者）及びその家庭の福祉の向上を図る。

事業内容 ① 障害児等療育支援事業
・在宅支援訪問療育指導事業
・在宅支援外来療育指導事業
・施設支援一般指導事業

② 地域療育等支援事業
対 象 者 在宅の重症心身障害児（者），知的障害児（者）及び身体障害児

（者）等
予 算 額 平成２９年度 ５，５３４千円

含 障害者相談支援等事業（国の制度 平成１８年度から実施）
目 的 在宅で生活している障害者やその家族を対象に，地域で生活を送るう

えで必要な各種福祉サービスの活用などについて相談を受け，助言や利
用援助を行い，障害者の地域における生活を支援する。

事業内容 ① 障害者相談支援事業（電話・来所・訪問等による相談，相談会・講
習会の開催）

② 市障害者自立支援協議会の運営
予 算 額 平成２９年度 ４３，５０１千円

岸 鹿児島市障害者基幹相談支援センター事業（市単独事業 平成２４年１０月１日設置）
目 的 障害者（児）及びその家族等からの総合的な相談業務について，ワン

ストップ化を図り，情報の提供及び助言その他障害福祉サービスの利用
支援等の必要な支援を行うとともに，関係機関との連絡調整，その他虐
待防止センターの機能を備えた，本市の相談支援の拠点となる基幹相談
支援センターを運営する。

事業内容 総合的な相談業務（身体障害・知的障害・精神障害（発達障害を含
む））及び成年後見制度利用支援事業を実施。
・身近な地域の相談支援事業者で対応できない個別事例への対応
・虐待防止センターの役割など

予 算 額 平成２９年度 ２8，０５４千円
巌 地域生活支援拠点事業（国の制度 平成29年度から実施）
目 的 地域で生活する障害者の不安の解消を図り，障害者及び家族が安心し

て生活できるよう支援することにより，障害のある人もない人も共に地
域で生活できる社会の推進に寄与する。

事業概要 ・２４時間３６５日の緊急対応（相談，受入れ）
・施設等から地域生活への移行を希望する障害者に対して当拠点やグ
ループホーム等において地域生活の体験の場を提供
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上記事業を行うため，拠点の機能を中核的に担う施設に対して，居室の
確保及びコーディネーター配置を行う。
本年１０月から実施予定。

予 算 額 平成29年度 6,924千円
玩 障害者差別解消推進事業

目 的 障害者差別解消法の施行にあわせて，相談窓口を障害者基幹相談支援
センターに設置するとともに，民間事業者や市民に対する周知・啓発等
を行い，障害を理由とする差別の解消を推進する。

事業内容 ・障害者基幹相談支援センターに障害を理由とする差別の相談専門の
相談員を配置

・ポスターの掲示，パンフレットの配布等による周知・啓発など
予 算 額 平成2９年度 ３，１３９千円

癌 自立支援医療費（更生医療）支給事業（国の制度 昭和２４年度から実施）
目 的 身体障害者の更生を目的にし，手術，治療により身体の機能障害を除

去し，または軽減して職業能力や日常生活を容易にする。
対 象 者 １８歳以上の身体障害者手帳を有する者
実 績

予 算 額 平成２９年度 １，0２８，６４３千円
眼 重度心身障害者等医療費助成事業（県補助事業 昭和４９年度から実施）
目 的 重度心身障害者（児）の保健の向上と福祉の増進を図るため本市では

昭和４９年７月から身体障害者手帳１級・２級所持者並びに知能指数３５以
下の一定の年齢の者を対象に保険診療分の自己負担額を助成する制度を
市単独事業として実施した。昭和４９年１０月から県の補助事業となり昭和
５８年２月から６５歳以上の対象者にも範囲が拡大された。

対 象 者 ① 身体障害者手帳の１級・２級所持者で１歳以上の者
② 知的障害者（児）で知能指数が３５以下の１歳以上の者
③ 身体障害者手帳の３級と知的障害者（児）で知能指数が３６以上５０以
下の合併障害者で１歳以上の者

上記の者で本人または保護者が市内に住所を有する者
助 成 額 保険診療分の自己負担額（１カ月単位）
助成の方法 償還払い
実 績 平成２８年度助成件数 33９，２８８件
予 算 額 平成２９年度 １，70９，７７６千円
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岩 市民福祉手当（重度障害者（児）手当）（市単独事業 昭和４５年４月から実施）
目 的 重度障害者（児）に市民福祉手当を支給することにより，これらの者

の福祉の増進を図る。
対 象 者 ① 重度障害者（対象者１４，392人）（平成２8年度予算人員）

１０月１日現在で本市に１年以上居住している２０歳以上の者で，身体
障害者手帳１・２級，療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１若しくは精神障害者保
健福祉手帳１・２級の者又はこれに準ずる障害を有する者

② 重度障害児（対象児412人）（平成28年度予算人員）
４月１日現在で本市に１年以上居住している２０歳未満の者で，身体

障害者手帳１・２級，療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１若しくは精神障害者保
健福祉手帳１・２級の者又はこれに準ずる障害を有する者

支 給 額 年額２４，０００円
予 算 額 平成２９年度 ３６５，２７８千円

翫 特別障害者手当（国の制度 昭和６１年度から実施）
目 的 日常生活において常時特別の介護を必要とする２０歳以上の在宅の重度

障害者の福祉の増進を図る。
手 当 額 月額２６，8１０円
実 績

贋 障害児福祉手当（国の制度 昭和６１年度から実施）
目 的 日常生活において常時介護を必要とする２０歳未満の重度障害児の福祉

の増進を図る。
手 当 額 月額１４，５８０円
実 績

雁 福祉手当（経過措置分）（国の制度 昭和６１年度から実施）
目 的 日常生活において常時介護を必要とする重度障害者の福祉の増進を図

る。（旧福祉手当の受給者で特別障害者手当，障害基礎年金の非該当者）
手 当 額 月額１４，５８０円
実 績
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頑 心身障害者扶養共済事業（県の制度 昭和４５年度から実施）
目 的 心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき，保護者の死亡又は重

度障害の状態となった後の心身障害者に年金を支給し，心身障害者の生
活の安定と福祉の増進に資する。下記①～③のいずれかに該当する心身
障害者の保護者で市内に住む６５歳未満の健康な者

対 象 者 ① 知的障害者 ② 身体障害者（１級から３級まで）
③ ①②に準ずる者で将来独立自活することが困難と認められる者

加入限度 心身障害者１人につき２口まで
加入者数 １８６人（平成２９．４．１現在）
給付内容 加入者が死亡又は重度障害の状態となった日の属する月から心身障害

者に対し，加入口数が１口につき年金月額２万円が支給される。
予 算 額 平成２９年度 ９，２８１千円

顔 心身障害者総合福祉センター（ゆうあい館）

① 設置目的
このセンターは，障害者のふれあいと自立活動の拠点として，また，福祉の増

進や社会参加の意欲の向上などを図るための中核となる施設であり，地域活動支
援センター事業や福祉機器リサイクル事業，身体障害者パソコン講座などを行っ
ている。
障害者の活動やコミュニケーションの場として，また，心の福祉を育むところ

として，気軽に，楽しく，活用されることを目的とする。
② 利用方法等
・開館時間 午前９時～午後９時
・休 館 日 水曜日，１２月２９日から翌年の１月３日まで
・使 用 料 無料
・利用対象者 市内に居住する身体障害者手帳や療育手帳を有する者等

③ 主な事業
・地域活動支援センター事業
機能訓練，料理講座，点字講座，パソコン講座，手話講座，民謡講座，三味線
講座，カラオケ講座（Ａ・Ｂ），卓球バレー講座（Ａ・Ｂ），洋裁講座，生花講
座，大正琴講座，茶道講座，舞踊講座，身体障害者交流，送迎サービス

・ことばの発達指導事業
・利用者相談支援等事業
・健康相談
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・スポーツ・レクリエーション
・社会参加を促進するための施設の利用
・福祉機器リサイクル事業
・ＩＴ講習会開催事業

願 知的障害者福祉センター（ふれあい館）

① 設置目的
このセンターは，知的障害者の中核となる施設として，平成１２年１１月に開所し

た。体育館，温水プール，プレイルーム，音楽ルーム，会議室，交流スペース，
福祉作業室，展示コーナー，相談室等を備えている。知的障害者相互のふれあい
を深め，生きがいと健康づくりを支援し，知的障害者とその家族の福祉の向上を
図ることを目的とする。

② 利用方法等
・開館時間 午前９時～午後９時
・休 館 日 月曜日，１２月２９日から翌年の１月３日まで
・使 用 料 無料
・利用対象者 療育手帳所持者等とその家族及び知的障害者のために奉仕活動を

行う個人や団体
③ 主な事業

スポーツ，レクリエーション，健康・生活・職業等の相談・指導，教育講座等
の開催

企 精神保健福祉交流センター（はーと・ぱーく）

① 設置目的
このセンターは，精神障害者の自立及び社会参加の促進を図るとともに，市民

の精神障害に対する理解と相互の交流を深めることを目的とする。
② 利用方法等
・開館時間 午前９時～午後９時
・休 館 日 火曜日，１２月２９日から翌年の１月３日まで
・使 用 料 無料
・利用対象者 精神障害者保健福祉手帳所持者（障害の程度が同程度と認められ

る者）とその家族や介護者及び精神障害者のために奉仕活動を行う
個人や団体

③ 主な事業
・センター内施設「交流スペース」，「多目的ルーム」，「会議室」，「相談室」，「資
料室」，「調理室」，「音楽ルーム」，「デイケア室」の利用

・健康，生活，就労等の相談・指導
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・精神障害者に対する社会的偏見をなくし地域住民等との交流を図るイベント
・精神障害に対する正しい知識の普及啓発を目的とした講座，講習会等の開催

伎 成年後見制度利用支援事業（国の制度 平成１４年度から実施）
目 的 身寄りのない知的障害者・精神障害者等で，後見開始の審判を申立て

る者がいない者のために，審判の申立てを行うほか，その申立て費用を
負担し，判断能力の不十分な知的障害者・精神障害者等の保護を図る。

予 算 額 平成２９年度 １，694千円
危 障害福祉計画策定・管理事業（市単独事業 平成１８年度から実施）
目 的 障害者基本法に基づく市町村障害者計画である第三次鹿児島市障害者

計画（平成２５～２９年度）及び障害者総合支援法に基づく市町村障害福祉
計画である鹿児島市障害福祉計画第４期計画（平成２７～２９年度）の計画
期間の終了に伴い，次期計画を策定する。

内 容 ① 第四次鹿児島市障害者計画
ア 根拠：障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」
イ 内容：本市の障害者施策を推進するための計画として，施策の基

本的方向を示す
ウ 計画期間：３０年度から３４年度

② 鹿児島市障害福祉計画第５期計画
ア 根拠：障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」

児童福祉法に基づく「市町村障害児福祉計画」
「第四次鹿児島市障害者計画」の数値目標を含む実施計画
と位置付ける

イ 内容：障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の体制の確保に
関する計画

ウ 計画期間：３０年度から３２年度
予 算 額 平成２９年度 ３，４３１千円

喜 障害者施策推進協議会（昭和４９年度から実施）
障害者基本法に基づく障害者施策推進協議会を平成６年６月設置した。
（昭和４９年１０月設置の心身障害者対策協議会を名称変更）
委員の構成 学識経験者 ８人券

犬計１８人
行政機関の関係者 １０人鹸

予 算 額 平成２９年度 １６５千円
器 障害者自立支援協議会（平成２０年度設置）
障害者総合支援法に基づく協議会として，関係機関の連携強化や障害福祉計画の進

行管理等を行う。
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委員の構成 学識経験者 ３人
関係団体等 １９人
公募市民 ４人
行政 ４人

基 ナイスハート支援事業（市単独事業 平成２４年度から実施）
目 的 障害者授産施設の生産物の販売等を促進するとともに市民への啓発を

行い，障害者の生産意欲の向上を図る。
事業内容 障害者施設の生産物の販売等を促進するための広報等の経費に対し助

成する。
① 助成先 物品の加工・販売等を行う障害福祉サービス事業所で構

成する団体
② 広報内容 生産物（木工品，パン，菓子等）やレストラン等の案内
③ 広報方法 ホームページなど

予 算 額 平成２９年度 １９５千円
奇 チャレンジド大賞表彰事業（市単独事業 平成２５年度から実施）
目 的 障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに，障害者の社会

参加と自立支援の促進を図る。
事業概要 様々な分野において，前向きに取り組み輝いている障害者個人や団体

及び障害者の方々を積極的に支援している個人等を表彰する。
予 算 額 平成２９年度 ６57千円
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６ 児童・母子福祉
敢 施 設

① 保育所及び入所児童数（幼保連携型及び幼稚園型認定こども園を除く）（平成２９．４．１現在）

※（ ）内は広域入所児童数
② 市 立

（注）黒神保育園…へき地保育所（平成28年度から休園）
③ 市が設置し市社会事業協会を指定管理者として指定しているもの

④ 市社会事業協会が設置し運営しているもの
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設立年月日建物敷地委託料職員数定員所 在 地名 称

平成１２．１１．１６４，３５０
釈

５，６１２
釈

千円
７１，５２１１２人－星ヶ峯二丁目１－１鹿児島市知的障害者

福 祉 セ ン タ ー

設立年月日建 物敷 地職員数定 員所 在 地名 称
昭和２４．６．１５４７釈８５１釈１２人１００人鴨池一丁目８－１０鴨 池保育園
〃４３．４．１５９４１，５５４１３１１０武一丁目３５－３３柳 田 〃
〃４５．４．１５９９１，０１８１３１１０田上一丁目２６－１５田 上 〃
〃４６．４．１５９８１，０８０１３１１０下伊敷一丁目１１－７玉 里 〃
〃４８．４．１２９５６６６７４０真砂本町２５－１３なぎさ 〃
〃４８．１２．１４８２１，１２４１０８０下伊敷一丁目３２－１あたご 〃
〃４９．４．１３２７３９８７４０南林寺町１２－１１南林寺 〃
〃５０．４．１３６５８５１９７０清水町６－２７清 水 〃
〃５１．４．１３５０１，４１４１０６０紫原四丁目３７－２西紫原 〃
〃５２．４．１6801，921１０７０薬師二丁目41－1０薬 師 〃
〃５３．４．１３７２１，４０５１０６０吉野町３０７４吉 野 〃
〃５４．４．１９００１，８１０１３１１０下伊敷二丁目２６－１０下伊敷 〃
〃５４．４．１５５０９４０１２９０武二丁目２８－７武 〃

待機児童数入所児童数定 員園 数区 分
設置別

３（０）人８６２（５）人８９０人１１園市 立
1８９（６）9，５１６（４６）９，４０９10４私 立
1９２（６）10，３７８（５１）10，２９９11５計

職員数平成２９年度
予算額

入所状況（平成２８年度）施 設区分
施設名 月平均人員定 員建 物敷 地開 所

１３人

千円
1，０８８，１８４

１2５人１２０人７４１釈２，１７８釈昭和２３．１．１城 南

保

育

園（
所
）

1５1５６１４０８０６１，９０９〃３０．８．１５三 和
１８17４１５０９１６２，１１９〃２５．９．１真 砂
141１０１２０７０６１，０８９〃２６．８．１春 日
１１７１６０４３２１，２８９〃３６．４．１原 良
５1５３０２１９８５５〃３９．４．１東桜島

１０７０６０４１４１，１４２〃５５．４．１東谷山
1２10６９０６０５１，５９９〃４２．３．１中 山
３3３３０２５８１，５４８〃４７．５．１本 名
４47４５３４３３，１５２〃５０．４．１宮之浦
４5２４５３０３２，７６５〃５０．４．１花 尾
0０３０１７４４８１〃４１．４．１黒 神



⑤ 認可外保育施設の届出の現況

届出数 ４３施設
⑥ 児 童 館

⑦ すこやか子育て交流館（りぼんかん）
目 的 子育て家庭や子育て支援団体等の活動をさまざまな角度からサポート

する総合的な子育て支援の拠点施設で，「ひろがる笑顔，支え合う子育
て」をコンセプトに，親子が気軽に集い，相互に交流する場を提供する
とともに，育児相談や子どもの一時預かり，子育てに関連する情報の発
信や関係団体等との連携・情報の共有化を行い，子育て支援のネット
ワークづくりを進める。

開館時間 午前９時から午後５時
休 館 日 毎月第１月曜日と年末年始（１２月２９日～１月３日）
所 在 地 与次郎一丁目１０番１７号
使 用 料 無料 但し，貸室と子どもの一時預かりは有料
対 象 者 小学校３年生までの子どもとその家族，妊娠中の人，子育て支援活動

を行う人等
使用開始 平成２２年１０月９日
予 算 額 平成2９年度 ９６，４５１千円
⑧ 親子つどいの広場

目 的 子育て中の親とその子どもが気軽につどい，相互に交流する場を提供
することにより子育てに係る不安感等の緩和を図るとともに，地域の子
育て支援機能の充実等を図る。

開館時間 午前９時から午後５時
休 館 日 １２月２９日から翌年の１月３日まで
使 用 料 無料 但し，子どもの一時預かりは有料

－１９３－

福
祉
・
保
健
（
６
児
童
・
母
子
福
祉
）指 定

管理者職 員平成２９年
度予算額

利用人員
（平成２８年度）施 設区 分

施設名 年間利
用人員定員建物敷地開 所

社会事業
協 会

館 長１
厚生員３

千円
3６，２６７

人
2３，１２７

人
５０

釈
３９７

釈
５１９昭和４１．４．１城南児童センター

社会事業
協 会

館 長１
厚生員３１８，３１９５０４００５４６昭和４３．４．１三和児童センター

社会事業
協 会

館 長１
厚生員３1７，２１９－４４０１，３４０平成１２．６．１郡山児童センター

設立年月日建 物敷 地職員数定 員所 在 地名 称
昭和５５．４．１３７０釈８８２釈１０人６０人松原町２－２４松原保育園

〃２３．１０．１１，４１１４８７４２０世帯柳町３－２２や な ぎ 寮

平成２５．２．１720８８０１５２５薬師二丁目4１－8やくし乳児院



対 象 者 小学校に就学するまでの子どもとその家族，妊娠中の人，子育て支援
活動を行う人等

予 算 額 平成２９年度 １５２，４７１千円

柑 子ども・子育て支援事業計画

概 要

急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化の中で，本市が永続
的に活気にあふれ，一人一人の子どもが健やかに成長できるまちであり続けるために
は，総合的に子育て支援対策を図り，男女がともに子どもを生み育てることに夢を持
てる環境づくりを社会全体で進めることが必要である。
本市では，次世代育成支援対策推進法に基づき，子育て支援施策を総合的かつ効果

的に推進するため，平成16年に「かごしま市すこやか子ども元気プラン」（第一期）
を，平成22年に後期計画（第二期）を策定し，さまざまな施策の推進に取り組んでき
たところである。
国においては，質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供，保育の量的拡大

及び確保並びに地域における子ども・子育て支援の充実等を図るため，平成24年８月
に，子ども・子育て支援法をはじめとする「子ども・子育て関連３法」が制定され，
また，平成26年４月には，次世代育成支援対策推進法の10年間の延長等を内容とする
「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の
一部を改正する法律」が成立した。
このようなことから，本市においても，妊娠・出産期から切れ目ない，子ども・子

育て支援に関する総合的な計画として，「鹿児島市子ども・子育て支援事業計画」を
策定した。
この計画は，子ども・子育て支援法第61条に基づく子ども・子育て支援事業計画及

び次世代育成支援対策推進法第８条に基づく市町村行動計画として策定し，母子保健
の分野については，母子保健計画としても位置づけている。

基本理念

この計画は，父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという
基本的認識のもとに，次の３項目を基本理念として策定した。

－１９４－

福
祉
・
保
健
（
６
児
童
・
母
子
福
祉
）

指定管理者使用開始所 在 地名 称

社会福祉法人川上福祉会平成２０．４．１中町４－１３東部親子つどいの広場
（ な か ま っ ち ）

社会福祉法人鹿児島県
社会福祉事業団平成２５．１２．２４西谷山１丁目３－２南部親子つどいの広場

（ た に っ こ り ん ）
社会福祉法人鹿児島市

社会事業協会平成２６．７．１吉野町３２５６－１北部親子つどいの広場
（ な か よ し の ）

社会福祉法人鹿児島市
社会事業協会平成２９．４．１下伊敷１丁目１０－３西部親子つどいの広場

（ い し き ら ら ）



・社会の希望であり，未来をつくる存在である子どもたちが，明るく健やかに成長で
きるような環境づくり

・子どもを持ちたいと希望する人が安心して子どもを生み育てることができる社会づ
くり

・子どもを育てている人が，子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることが
できるような環境づくり

基本的視点

・子どもの最善の利益を尊重する
・子どもの育ちを支援する
・利用者の立場に立つ
・社会全体で子育て支援を行う
・仕事と生活の調和の実現を目指す
・地域における社会資源を効果的に活用する
・サービスの質を向上させる

教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期

保護者の就労状況及びその変化等のみならず，子どもの教育・保育施設の利用状況
及び利用希望を踏まえ，需給バランスを勘案しながら，次のとおり量を見込み，提供
体制を確保する。

－１９５－

福
祉
・
保
健
（
６
児
童
・
母
子
福
祉
）



全市域

－１９６－

福
祉
・
保
健
（
６
児
童
・
母
子
福
祉
）

29年度28年度27年度
【３号】
保育認定

【２号】
保育
認定

【２号】
幼稚園の
利用希望
が強い

【１号】
教育標
準時間
認定

【３号】
保育認定

【２号】
保育認
定

【２号】
幼稚園の
利用希望
が強い

【１号】
教育標
準時間
認定

【３号】
保育認定

【２号】
保育
認定

【２号】
幼稚園の
利用希望
が強い

【１号】
教育標
準時間
認定

１－２
歳０歳３－５

歳
３－５
歳

３－５
歳

１－２
歳０歳３－５

歳
３－５
歳

３－５
歳

１－２
歳０歳３－５

歳
３－５
歳

３－５
歳

4,1561,9466,495
2,3926,726

4,2241,9796,616
2,4146,789

4,3282,0156,618
2,4186,801

①量の見込み
9,1189,2039,219

4,4782,0896,76556310,3464,2981,8006,36456310,3464,2981,8006,36445110,458

教育･保
育施設

（幼稚園
･保育所
･認定こ
ども園）
･認可外
保育施設

②
提供量

4110135－190300380－－－－－前年度
提供量

3631534051,791264
(▲40)

121
(▲20)

128
(▲110)1,706▲30

(▲210)
▲215
(▲310)

▲254
(▲450)1,690②－①

－－－－4110135－190300380－

教育･保
育施設

（幼稚園
･保育所
･認定こ
ども園）

確保方策

－－－－－－－－－地域型保
育事業

31年度30年度
【３号】
保育認定

【２号】
保育認定

【２号】
幼稚園の利用
希望が強い

【１号】
教育標準
時間認定

【３号】
保育認定

【２号】
保育認定

【２号】
幼稚園の利用
希望が強い

【１号】
教育標準
時間認定

１－２
歳０歳３－５

歳
３－５
歳

３－５
歳

１－２
歳０歳３－５

歳
３－５
歳

３－５
歳

4,0151,8736,235
2,3386,574

4,0881,9106,364
2,3676,655

①量の見込み
8,9129,022

4,5192,0996,90056310,3464,5192,0996,90056310,346

教育･保
育施設

（(幼稚園
･保育所
･認定こ
ども園）
･認可外
保育施設

②
提供量

000－000－前年度
提供量

5042266651,9974311895361,887②－①

－－－－－－－－

教育･保
育施設

（幼稚園
･保育所
･認定こ
ども園）

確保
方策

－－－－－－地域型
保育事業

29年度28年度27年度

37.2％36.4％32.7％

31年度30年度

38.5％37.8％

○ 満３歳未満の子どもの保育利用率

県で定める数
（幼稚園型認定こども園）

0１号認定子ども

570２号認定子ども

－３号認定子ども

券献犬献鹸 券献犬献鹸 券献犬献鹸

券献犬献鹸 券献犬献鹸



※「全市域」の数値は各地域の積み上げとなるため，表記上，一致していない個所が
ある。
（27年度，28年度「②－①」欄 下段（ ）内）

※一部地域において，国の基本指針に基づき，必要な整備を前倒しして行うこととし
ているため，「②－①」（不足分）と確保方策の数値（不足分に対して必要な整備
数）は一致していない。（詳細は本編を参照）

子ども・子育て支援新体制では，幼稚園，保育所，認定こども園などの利用を
希望される保護者の方は，利用のための認定を受けていただきます。以下の３つ
の認定区分に応じて利用先が決まっていきます。
【１号認定】子どもが満３歳以上で，幼稚園等での教育を希望される場合

〔利用先〕幼稚園，認定こども園
【２号認定】子どもが満３歳以上で，保育の必要な事由に該当し，保育所等での

保育を希望される場合
〔利用先〕保育所，認定こども園

【３号認定】子どもが満３歳未満で，保育の必要な事由に該当し，保育所等での
保育を希望される場合

〔利用先〕保育所，認定こども園

地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期

－１９７－

福
祉
・
保
健
（
６
児
童
・
母
子
福
祉
）

（参考）
Ｈ25実績31年度30年度29年度28年度27年度事業名

1,922人
2,433人2,433人2,433人2,398人2,210人①量の見込み

延 長 保 育 事 業 2,433人2,433人2,433人2,398人2,210人②確保方策
0人0人0人0人0人②－①

4,155人
5,265人5,270人5,278人5,212人5,193人①量の見込み

低学年
（小１－３）放課後児

童健全育
成 事 業

5,265人5,232人5,179人5,014人4,846人②確保方策
0人▲38人▲99人▲198人▲347人②－①

67人
925人926人931人921人917人①量の見込み

高学年
（小４－６） 925人745人604人420人285人②確保方策

0人▲181人▲327人▲501人▲632人②－①

888人日
694人日696人日699人日702人日704人日①量の見込み

ショートステイ

子育て短期
支援事業

694人日696人日699人日702人日704人日②確保方策
0人日0人日0人日0人日0人日②－①

0人日
11人日11人日11人日11人日11人日①量の見込み

トワイライト 11人日11人日11人日11人日11人日②確保方策
0人日0人日0人日0人日0人日②－①

5,593人
4,985人5,086人5,183人5,272人5,360人①量の見込み新生児･妊産婦訪問指導

事業，
こんにちは赤ちゃん事業

4,985人5,086人5,183人5,272人5,360人②確保方策
0人0人0人0人0人②－①

387人
409人417人425人432人440人①量の見込み

育児支援家庭訪問事業 409人417人425人432人440人②確保方策
0人0人0人0人0人②－①



桓 鹿児島市保育所等整備計画

経済状況や企業経営を取り巻く環境が依然として厳しい中，共働き家庭は増加し続
け，仕事と子育ての両立を希望する者を支援する環境整備が求められているが，依然
として保育所等への入所者は増加する傾向にある。そのようなことから，多様化する
保育ニーズへの対応や待機児童解消を図るため，平成27年３月に「鹿児島市保育所等
整備計画」を策定した。
この計画は，平成27年度から平成31年度までの計画であり，整備方針として，保育

需要の多い地域を重点的に，保育所等の整備を進め，年度当初で入所希望者全員（要
保育児童）が利用定員内で入所できる枠を確保することを目標に，市全体で1,３６６人
の定員増を図ることとしている。
本市の待機児童を解消するため，新設保育所の整備，既存保育所等による定員増や

分園設置，幼保連携型認定こども園の整備や認可外保育施設の認可化の施策活用によ
り保育所を整備することとしている。
なお，保育所等の施設整備については，国の保育所等整備交付金等を活用し，今後

－１９８－

福
祉
・
保
健
（
６
児
童
・
母
子
福
祉
）

（参考）
Ｈ25実績31年度30年度29年度28年度27年度事業名

310,734人
539,808人549,972人559,704人569,112人581,004人①量の見込み地域子育て支援拠点事業

（すこやか子育て交流館
管理運営事業等）

540,000人539,000人527,000人453,000人426,000人②確保方策
192人▲10,972人▲32,704人▲116,112人▲155,004人②－①

実績なし
16,832人日17,183人日17,535人日17,862人日17,869人日①量の見込み

一 時 預 か り 事 業
（幼稚園等･１号認定） 16,832人日17,183人日17,535人日17,862人日17,869人日②確保方策

0人日0人日0人日0人日0人日②－①

実績なし
568,606人日580,463人日592,354人日603,377人日603,619人日①量の見込み

一 時 預 か り 事 業
（幼稚園等･２号認定） 568,606人日580,463人日592,354人日603,377人日603,619人日②確保方策

0人日0人日0人日0人日0人日②－①

44,325人日
63,636人日60,897人日58,377人日56,059人日53,926人日①量の見込み

一 時 預 か り 事 業
（その他） 63,636人日60,897人日58,377人日56,059人日53,926人日②確保方策

0人日0人日0人日0人日0人日②－①

6,337人日
10,960人日10,960人日10,960人日10,798人日9,952人日①量の見込み

病児･病後児保育事業 11,250人日10,625人日10,000人日9,375人日8,750人日②確保方策
290人日▲335人日▲960人日▲1,423人日▲1,202人日②－①

5,536人日
5,534人日5,569人日5,590人日5,583人日5,597人日①量の見込み

ファミリー･サポート･セ
ンター事業 5,534人日5,569人日5,590人日5,583人日5,597人日②確保方策

0人日0人日0人日0人日0人日②－①

68,259人日
59,218人日60,369人日61,592人日62,767人日63,844人日①量の見込み

妊婦健康診査･健康相談
事業 59,218人日60,369人日61,592人日62,767人日63,844人日②確保方策

0人日0人日0人日0人日0人日②－①

実績なし
5か所4か所3か所2か所1か所①量の見込み

利用者支援に関する事業
（利用者支援事業基本型分） 5か所4か所3か所2か所1か所②確保方策

0か所0か所0か所0か所0か所②－①

2か所
4か所4か所4か所4か所4か所①量の見込み保育コーディネーター配

置事業
（利用者支援事業特定型分）

4か所4か所4か所4か所4か所②確保方策
0か所0か所0か所0か所0か所②－①

実績なし
5か所5か所5か所5か所5か所①量の見込み

利用者支援に関する事業
（利用者支援事業母子保健型分） 5か所5か所5か所5か所5か所②確保方策

0か所0か所0か所0か所0か所②－①



も進捗状況や地域ごとの保育需要を勘案した上で，同計画に基づく待機児童解消を積
極的に進めていくこととしている。

棺 保育士・保育所支援センター設置運営事業

目 的 保育士の専門性と質の高い人材を安定的に確保するという観点から，
保育士・保育所支援センターの設置及び運営に要する費用の一部を補助
することにより，子どもを安心して育てることができるよう体制整備を
行う。

場 所 鹿児島市福祉コミュニティセンター３階（祇園之洲町１－２）
運 営 一般社団法人鹿児島市保育園協会（委託）
開所時間 月曜日から金曜日(祝日及び年末年始を除く)の８時３０分～１７時
業務内容 茨 保育所等に関する募集採用状況の把握

芋 求職者のニーズにあった就職先の提案
鰯 求職者と雇用者双方のニーズ調整
允 保育所等に対する潜在保育士活用の助言
印 保育所等に勤務する保育士や保育士資格取得希望者からの相談

平成29年度予算額 5,543千円

款 特別保育事業

目 的 延長保育事業，一時預かり事業等を円滑に実施することにより，乳幼児
の健康の保持と増進を図り，児童福祉の向上に努める。

事業内容 ① 延長保育事業
１１時間の開所時間の前後の時間（午後６時以降等）及び短時間認定

児童の利用時間を超える時間も保育を必要とする児童を引き続き保育
する保育所等に対し，必要な経費を補助する。

② 保育所障害児受入促進事業
既存の保育所等において，障害児を受け入れるために必要な改修等

を行う保育所等に対し，必要な経費を補助する。
③ 保育所地域活動事業

地域における異年齢児交流等事業などの特別の保育科目を設定して
保育を行う保育所等に対し，必要な経費を補助する。

吋 一時預かり事業
一 般 型：家庭において保育を受けることが一時的に困難になった乳幼

児を，一時的に預かる保育所等に対し，必要な経費を補助する。
幼稚園型：主に在籍園児（１号認定子ども）を，通常の教育時間外に預か

る幼稚園等に対し，必要な経費を補助する。
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予 算 額 平成２９年度 ５０４，０６３千円
歓 実費徴収に係る補足給付事業

目 的 生活保護世帯の支給認定保護者が負担すべき費用等を軽減または減免
することにより，当該世帯の児童の円滑な特定教育・保育の利用を図る。

事業内容 ① 給食費（副食材料費） 4,500円×減免月数と実際の減免年額を比
べ少ない額 ※１号認定に限る。

② 教材費・行事費 2,500円×減免月数と実際の減免年額と比べ少な
い額。

予 算 額 平成２９年度 ５５６千円
汗 私立保育所等への補助事業（市単独事業）
目 的 私立保育所等の職員の資質向上と保育内容の充実を図るため，研修費

や運営費等を補助する。
認可保育所 （単位：千円）

－２００－
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平成２９（予算）平成２8（予算）平成２７（予算）年 度項 目

2０，２９８21，547２１，２５２保 育 園 協 会 研 修 費 補 助

7４，５９２71，63265，120非 常 勤 保 育 士 雇 用 等 補 助

８４，５１７72，111109，277週 休 二 日 制 実 施 補 助

55，２１９55，80455，550保 育 材 料 等 補 助

廃止廃止4，729冷 房 設 備 電 力 料 金 等 補 助

４9，６７４39，88837，515障 害 児 保 育 補 助

1４，０６０15，91025，234軽 度 障 害 児 保 育 補 助

4，9１５4，9565，025保 育 園 協 会 運 営 費 補 助

1６，６９３14，48015，210こどもの心が育つ保育推進事業補助

6，３００6，9306，750幼 児 保 育 相 談 補 助

3，０６０3，8255，355障 害 児 保 育 円 滑 化 事 業 補 助

９０，６５０66，52646，472療 育 支 援 児 保 育 補 助

２，１２４1，8171，800保 育 園 研 修 費 補 助

４２２，１０２375，426399，289計



認可外保育施設 （単位：千円）

漢 多子世帯保育料等軽減事業

目 的 第３子以降の子どもを保育所等に入所させている多子世帯（１８歳未満
の子を３人以上扶養している世帯）の経済的な負担を軽減するため，保
育料の軽減を行う。

対象児童 対象となる児童は下記の項目のいずれにも該当する者
・保育所等に入所している児童
・多子世帯の１８歳未満の児童のうち，年長者から３人目以降に該当する
児童

・市民税所得割額が９７，０００円未満の世帯に属する児童
澗 病児・病後児保育事業（国の制度 平成１４年１０月から実施）
目 的 保育所に入所中の児童等で，病気の回復期にあるために集団保育がで

きず，かつ，保護者がやむを得ない事由のため家庭で育児ができない場
合にその児童を一時的に預かり，保育を行う。

事業内容 ① 対 象 児 童 鹿児島市に住所を有する０歳児から小学校６年
生までの児童

② 実 施 施 設 みなみクリニック ダーグ・ヘム
池田病院 チックタック童夢館
紫原たはら医院 グッドラック
川畑医院 ぱらんせ
谷山生協クリニック レインボーキッズ
中瀬小児科 マーミン
あおぞら小児科 あまやどり

③ 利 用 定 員 各４人
④ 利用日及び時間 平 日 午前８時３０分から午後６時まで

土曜日 午前８時３０分から午後１時まで
予 算 額 平成２９年度 1３７，５８１千円

潅 保育コーディネーター配置事業

保育を必要としている保護者の相談に応じ，保育サービスの情報提供を行い，保護
者のニーズと保育サービスを適切に結びつけ，よりきめ細やかな対応を行う保育コー
ディネーターを配置する。
配 置 保育幼稚園課３人，谷山福祉部福祉課２人，福祉部伊敷福祉課１人，

福祉部吉野福祉課１人

－２０１－

平成２９（予算）平成２8（予算）平成２７（予算）年度
項目

３９カ所
4２，６６０

４６カ所
46，229

４６カ所
５２，５９２運 営 費 等 の 補 助
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予 算 額 平成２９年度 1８，８３８千円
環 認可外保育施設保育士資格取得支援補助金

認可外保育施設の保育従事者の保育士資格取得のために要した保育士養成施設の受
講料及び受講に伴う代替要員の費用等の助成を行う。
予 算 額 平成２９年度 ３００千円

甘 認可外保育施設保育料補助金

保育を必要としている児童を認可外保育施設に預けている保護者の経済的負担を軽
減するため，保育料の一部を助成する。
予 算 額 平成２９年度 1２，６２７千円

監 地域子育て支援センター事業（国の制度 平成６年度から実施）
目 的 子育て家庭を支援する活動の企画，調整，実施を担当する職員を拠点

保育所に配置し，地域の保育所の協力を得て，育児不安などに対する相
談・指導及び地域の子育てサークルなどの育成・支援等を図る。

事業内容 育児不安等についての相談・指導，子育てサークル等の育成・支援，
親子ふれあいの催し，育児講座など

委 託 先 松青福祉会松青保育園・川上福祉会ふじヶ丘保育園・鹿児島県社会福
祉事業団同胞保育園・伊敷福祉会伊敷保育園・紫原福祉会つくし保育
園・吉田向陽会むれが岡保育園・笹桐福祉会郡山保育園・前之浜福祉会
前之浜保育園・常盤会石谷の森保育園

予 算 額 平成２９年度 ６２，９１１千円
看 ファミリー・サポート・センター事業（国の制度 平成１２年度から実施）
目 的 育児や家事の援助を依頼する依頼会員，援助を行う提供会員及びどち

らも可能な両方会員で組織されるファミリー・サポート・センターを設
置し，会員同士による相互援助活動を実施し，子育てに関する負担の軽
減及び児童福祉の向上を図る。

委 託 先 社会福祉法人 鹿児島市社会事業協会
予 算 額 平成2９年度 11，８９０千円

竿 放課後児童健全育成事業（国の制度 昭和５２年度から実施）
目 的 児童福祉法に定める放課後児童健全育成事業を実施するため，児童ク

ラブを設置し適切な遊びと生活の場を提供することで，昼間労働等によ
り保護者のいない小学校に就学している児童の健全な育成を図る。

対象児童 放課後児童（小学校に就学している児童）
予 算 額 平成２９年度 ９２３，６０３千円
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児童クラブ設置状況（平成２９．５．１現在 １３１クラブ）
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平成２９．５．１現在
利用人員（人）

建物
（釈）

敷 地
（釈）設立年月日施 設 名

５３６０余裕教室昭和５３．１．２６草 牟 田 児 童 ク ラ ブ
４３７０１９９昭和５３．１０．２６紫 原 児 童 ク ラ ブ
４３６１余裕教室昭和５５．１．７明 和 児 童 ク ラ ブ
４９８９余裕教室昭和５６．３．１武 岡 児 童 ク ラ ブ
５６６２余裕教室昭和５６．４．１５清 水 児 童 ク ラ ブ
５３８６余裕教室昭和５８．２．１２坂 元 児 童 ク ラ ブ
５５７０７１４昭和５８．２．１２東 谷 山 児 童 ク ラ ブ
５６６２６４９昭和５８．１０．１５吉 野 児 童 ク ラ ブ
５０５２１５９昭和５９．８．２０大 明 丘 児 童 ク ラ ブ
４４８２余裕教室昭和６０．９．２５伊 敷 児 童 ク ラ ブ
４２７０９６１昭和６１．１．２０西 陵 児 童 ク ラ ブ
５６７０学校敷地内昭和６１．１１．１５星 峯 西 児 童 ク ラ ブ
５５７０７２７昭和６２．９．１９谷 山 児 童 ク ラ ブ
４２６３学校敷地内昭和６２．１１．７西 谷 山 児 童 ク ラ ブ
５１５２５００昭和６３．９．１７吉 野 東 児 童 ク ラ ブ
５３５２２３７平成元．７．２５武 岡 台 児 童 ク ラ ブ
４５５４２８３平成元．１２．１６原 良 児 童 ク ラ ブ
５０５４２９５平成３．１２．２１星 峯 東 児 童 ク ラ ブ
５５５４２１５平成４．９．１川 上 児 童 ク ラ ブ
４３７０３００平成４．９．１西 田 児 童 ク ラ ブ
３９７０学校敷地内平成４．９．１桜 丘 東 児 童 ク ラ ブ
３１５４１９５平成４．１０．３宮 川 児 童 ク ラ ブ
５２５４２４２平成６．４．１錦 江 台 児 童 ク ラ ブ
５３７０１，１２０平成６．４．１中 山 児 童 ク ラ ブ
５２５４１６３平成６．４．１桜 丘 西 児 童 ク ラ ブ
３４５４２６１平成７．４．１皇 徳 寺 児 童 ク ラ ブ
３３５４２０７平成７．４．１花 野 児 童 ク ラ ブ
４８５４３００平成８．７．２２福 平 児 童 ク ラ ブ
５０５４２７５平成８．７．２２伊 敷 台 児 童 ク ラ ブ
５５７０３００平成８．７．２２西 紫 原 児 童 ク ラ ブ
３５７０学校敷地内平成９．４．１武 児 童 ク ラ ブ
５２５４学校敷地内平成９．４．１玉 江 児 童 ク ラ ブ
５２５４１９２平成９．７．２２和 田 児 童 ク ラ ブ
３４１０７学校敷地内平成１０．７．２２中 郡 児 童 ク ラ ブ
４７８０余裕教室平成１１．６．１八 幡 児 童 ク ラ ブ
５３６４２８０平成１３．４．１広 木 児 童 ク ラ ブ
５５６４４７８平成１５．４．１宇 宿 児 童 ク ラ ブ
５５８１余裕教室平成１５．４．１荒 田 児 童 ク ラ ブ
６７９余裕教室平成１５．４．１東 桜 島 児 童 ク ラ ブ
５５１００谷山荘１Ｆ平成１６．４．１谷 山 円 明 庵 児 童 ク ラ ブ
４２６２余裕教室平成１６．４．１坂 元 台 児 童 ク ラ ブ
５７６３余裕教室平成１６．４．１大 龍 児 童 ク ラ ブ
４２８１余裕教室平成１６．４．１中 洲 児 童 ク ラ ブ
１３１０４民間施設平成９．４．１吉 田 児 童 ク ラ ブ
５１８１１３０平成９．４．１本 名 児 童 ク ラ ブ
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平成２９．５．１現在
利用人員（人）

建物
（釈）

敷 地
（釈）設立年月日施 設 名

３６８１保育園敷地内平成７．４．６牟 礼 岡 児 童 ク ラ ブ
１８６３学校敷地内平成１３．１２．１桜 峰 児 童 ク ラ ブ
２９８３余裕教室平成１４．４．１瀬 々 串 児 童 ク ラ ブ
２７８７保育園内平成８．４．１中 名 児 童 ク ラ ブ
１７３４保育園敷地内平成１０．４．１前 之 浜 児 童 ク ラ ブ
５６１００８０７平成１０．４．１春 山 児 童 ク ラ ブ
５５８０３９６平成１４．４．１石 谷 児 童 ク ラ ブ
５０１３１保育園敷地内平成１１．４．１郡 山 児 童 ク ラ ブ
４６５３学校敷地内平成１７．４．１八 幡 第 二 児 童 ク ラ ブ
５４７０１，１２０平成１７．４．１中 山 第 二 児 童 ク ラ ブ
２４６５余裕教室平成１８．４．１桜 洲 児 童 ク ラ ブ
５４７０学校敷地内平成１８．４．１松 元 児 童 ク ラ ブ
２６４４学校敷地内平成１８．４．１南 方 児 童 ク ラ ブ
５８７０学校敷地内平成１９．４．１山 下 児 童 ク ラ ブ
５４７０４１０平成１９．４．１吉 野 東 第 二 児 童 ク ラ ブ
４７７０１９９平成１９．４．１紫 原 第 二 児 童 ク ラ ブ
５５７０学校敷地内平成１９．４．１錦 江 台 第 二 児 童 ク ラ ブ
５５７０学校敷地内平成１９．４．１桜 丘 西 第 二 児 童 ク ラ ブ
５５７０４９８平成２０．４．１吉 野 第 二 児 童 ク ラ ブ
４８６１余裕教室平成２０．４．１武 岡 第 二 児 童 ク ラ ブ
５５７０学校敷地内平成２０．４．１西 伊 敷 児 童 ク ラ ブ
５４７０３００平成２０．４．１西 紫 原 第 二 児 童 ク ラ ブ
３６７０学校敷地内平成２１．４．１武 第 二 児 童 ク ラ ブ
５５７０１４６平成２１．４．１田 上 児 童 ク ラ ブ
３９７０９６１平成２１．４．１西 陵 第 二 児 童 ク ラ ブ
４７７０学校敷地内平成２１．４．１向 陽 児 童 ク ラ ブ
５５７０学校敷地内平成２１．４．１玉 江 第 二 児 童 ク ラ ブ
２１３０余裕教室平成２１．４．１小 山 田 児 童 ク ラ ブ
５３７０２８５平成２２．４．１東 谷 山 第 二 児 童 ク ラ ブ
２５７０学校敷地内平成２２．１０．１犬 迫 児 童 ク ラ ブ
５４７０学校敷地内平成２３．４．１鴨 池 児 童 ク ラ ブ
４５７０学校敷地内平成２３．４．１桜 丘 東 第 二 児 童 ク ラ ブ
６２６１余裕教室平成２３．４．１伊 敷 台 第 二 児 童 ク ラ ブ
５４７０７２７平成２３．４．１谷 山 第 三 児 童 ク ラ ブ
５３７０６０３平成２３．４．１中 山 第 三 児 童 ク ラ ブ
１２７０コミュニティーセンター平成２３．４．１宮 児 童 ク ラ ブ
４１５６地域公民館平成２３．４．１錫 山 児 童 ク ラ ブ
７８０民間施設２Ｆ平成２３．１０．１皆 与 志 児 童 ク ラ ブ
４５７０３００平成２４．４．１西 田 第 二 児 童 ク ラ ブ
４９７０学校敷地内平成２４．４．１喜 入 児 童 ク ラ ブ
１５６４吉田支所敷地内平成２４．４．１本 城 児 童 ク ラ ブ
２４３０保育園２Ｆ平成２５．４．１清 水 第 二 児 童 ク ラ ブ
５４７０学校敷地内平成２５．４．１田 上 第 二 児 童 ク ラ ブ
５５６１余裕教室平成２５．４．１広 木 第 二 児 童 ク ラ ブ
５３７０学校敷地内平成２５．４．１星 峯 西 第 二 児 童 ク ラ ブ
４２５０民間施設平成２６．４．１吉 野 第 三 児 童 ク ラ ブ
55７０５０６平成２６．４．１吉 野 東 第 三 児 童 ク ラ ブ
５２70学校敷地内平成26．７．７向 陽 第 二 児 童 ク ラ ブ
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平成２９．５．１現在
利用人員（人）

建物
（釈）

敷 地
（釈）設立年月日施 設 名

5089学校敷地内平成26．７．７春 山 第 二 児 童 ク ラ ブ
5570学校敷地内平成26．７．７福 平 第 二 児 童 ク ラ ブ
５３70１，１２０平成26．７．７中 山 第 四 児 童 ク ラ ブ
１３122民間施設２F平成26．７．１２平 川 児 童 ク ラ ブ
４２６１余裕教室平成2７．４．１明 和 第 二 児 童 ク ラ ブ
５４６１余裕教室平成2７．４．１鴨 池 第 二 児 童 ク ラ ブ
１９63余裕教室平成2７．４．１花 尾 児 童 ク ラ ブ
４３81208平成2７．４．２０原 良 第 二 児 童 ク ラ ブ
５５70学校敷地内平成2７．７．13玉 江 第 三 児 童 ク ラ ブ
４７81校区公民館平成2７．７．13星 峯 西 第 三 児 童 ク ラ ブ
2025校区公民館平成28．４．１川 上 第 二 児 童 ク ラ ブ
４４61余裕教室平成28．４．１坂 元 第 二 児 童 ク ラ ブ
４２60余裕教室平成28．４．１坂 元 台 第 二 児 童 ク ラ ブ
５０63余裕教室平成28．４．１南 児 童 ク ラ ブ
３４６１余裕教室平成28．４．１花 野 第 二 児 童 ク ラ ブ
５４70学校敷地内平成28．４．１玉 江 第 四 児 童 ク ラ ブ
４２８０学校敷地内平成28．４．１西 谷 山 第 二 児 童 ク ラ ブ
３６118余裕教室平成28．４．１宮 川 第 二 児 童 ク ラ ブ
３９61余裕教室平成28．４．１皇 徳 寺 第 二 児 童 ク ラ ブ
１４58余裕教室平成28．４．１生 見 児 童 ク ラ ブ
４０60余裕教室平成28．７．12草 牟 田 第 二 児 童 ク ラ ブ
４６61余裕教室平成28．７．12紫 原 第 三 児 童 ク ラ ブ
５５81余裕教室平成28．７．12西 紫 原 第 三 児 童 ク ラ ブ
４６61余裕教室平成28．７．12鴨 池 第 三 児 童 ク ラ ブ
４９79民間施設平成29．４．1吉 野 第 四 児 童 ク ラ ブ
２２49民間施設平成29．４．1大 明 丘 第 二 児 童 ク ラ ブ
４４62児童センター平成29．４．1城 南 児 童 ク ラ ブ
４１62余裕教室平成29．４．1城 南 第 二 児 童 ク ラ ブ
４０81208平成29．４．1原 良 第 三 児 童 ク ラ ブ
４５61余裕教室平成29．４．1武 岡 第 三 児 童 ク ラ ブ
４４63余裕教室平成29．４．1西 陵 第 三 児 童 ク ラ ブ
３３81校区公民館平成29．４．1中 洲 第 二 児 童 ク ラ ブ
３５123学校敷地内平成29．４．1中 郡 第 二 児 童 ク ラ ブ
４３62児童センター平成29．４．1南 第 二 児 童 ク ラ ブ
４３81校区公民館平成29．４．1向 陽 第 三 児 童 ク ラ ブ
３５61余裕教室平成29．４．1伊 敷 第 二 児 童 ク ラ ブ
４１80学校敷地内平成29．４．1西 谷 山 第 三 児 童 ク ラ ブ
２１126校区公民館平成29．４．1喜 入 第 二 児 童 ク ラ ブ



管 児童クラブ施設整備事業（昭和５２年度から実施）
目 的 クラブ環境の改善を図るため児童クラブの施設を整備する。
予 算 額 平成２９年度 ２５，８５６千円

簡 放課後児童健全育成補助事業（平成１１年度から実施）
目 的 放課後児童健全育成事業を実施する社会福祉法人等に運営費及び市が

運営を委託している児童クラブとの保護者負担金差額等について補助を
行い，当該法人等の事業の促進を図ることにより，児童の健全な育成を
図る。

補助対象者 放課後児童健全育成事業を実施する社会福祉法人及び学校法人等
予 算 額 平成２９年度 １０５，３９３千円

緩 ちびっこ広場管理・整備事業（市単独事業 昭和４２年度から実施）
目 的 小学校低学年以下のこどもの身体面の発育及び精神面の発達を助長す

るとともに，路上の遊びを防止することを趣旨として，近所の空地等を
利用して，安全で楽しく，明るく過ごすことができるために設置する。

施 設 ① ブランコ ② 滑台 ③ スプリング遊具 ④ ベンチ
⑤ 必要と認める外柵 ⑥ 市長が必要と認めるもの

予 算 額 平成２９年度 ９，９９３千円
設置状況 （単位：カ所）

缶 子育て短期支援事業

・短期入所生活援助（ショートステイ）事業（国の制度 平成６年度から実施）
内 容 保護者の疾病，出産，看護，育児不安，育児疲れ，事故等により，家

庭での養育が一時的に困難となった児童及び一時的に保護を必要とする
母子を児童福祉施設で一時的に養育・保護する。

期 間 原則として７日以内
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２８年度２7年度２６年度２５年度

０1００設 置

１０００廃 止

9７98９７９７年度末広場数



費 用 （平成２９．４．１現在）

予 算 額 平成２９年度 ３，４５９千円
・夜間養護等（トワイライト）事業（国の制度 平成１６年度から実施）
内 容 保護者が仕事の都合等により，平日の夜間や休日に不在となり家庭に

おいて児童に対する生活指導や家事の面等で困難が生じている場合に，
その児童を児童福祉施設で保護し，生活指導や食事の提供等を行う。

利用時間 ① 夜間養護事業 夕方～午後１０時まで（基本分）
（宿泊を伴った場合の午後１０時以降翌朝までは宿泊分）

② 休日預かり事業 朝～夕方（おおむね午後６時）
費 用 （平成２９．４．１現在）

予 算 額 平成２９年度 ６千円

－２０７－

費 用 負 担１日当たり
の 費 用区 分 市負担分保護者負担分

１０，７００円０円１０，７００円２ 歳 未 満 の 児 童
生 活 保 護 世 帯 ５，５００円０円５，５００円２ 歳 以 上 の 児 童

１，５００円０円１，５００円緊急一時保護の母親
１０，７００円０円１０，７００円２ 歳 未 満 の 児 童

母子・父子家庭
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

５，５００円０円５，５００円２ 歳 以 上 の 児 童
１，５００円０円１，５００円緊急一時保護の母親
９，６００円１，１００円１０，７００円２ 歳 未 満 の 児 童

母子・父子家庭以外 ４，５００円１，０００円５，５００円２ 歳 以 上 の 児 童
１，２００円３００円１，５００円緊急一時保護の母親
９，６００円１，１００円１０，７００円２ 歳 未 満 の 児 童

母 子 ・ 父 子
養 育 者 家 庭

そ
の
他
の
世
帯

４，５００円１，０００円５，５００円２ 歳 以 上 の 児 童
１，２００円３００円１，５００円緊急一時保護の母親
５，３５０円５，３５０円１０，７００円２ 歳 未 満 の 児 童

母 子 ・ 父 子
養育者家庭以外 ２，７５０円２，７５０円５，５００円２ 歳 以 上 の 児 童

７５０円７５０円１，５００円緊急一時保護の母親

費 用 負 担（円）１日当たり
の 費 用
（円）

区 分 市負担分保護者負担分

１，５０００１，５００基本分夜間養護事業生 活 保 護 世 帯 １，５０００１，５００宿泊分
２，７０００２，７００休 日 預 か り 事 業
１，５０００１，５００基本分夜間養護事業母子・父子家庭

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯

１，５０００１，５００宿泊分
２，７０００２，７００休 日 預 か り 事 業
１，２００３００１，５００基本分夜間養護事業母 子 ・ 父 子

家 庭 以 外 １，２００３００１，５００宿泊分
２，３５０３５０２，７００休 日 預 か り 事 業
１，２００３００１，５００基本分夜間養護事業母 子 ・ 父 子

養 育 者 家 庭
そ
の
他
の
世
帯

１，２００３００１，５００宿泊分
２，３５０３５０２，７００休 日 預 か り 事 業
７５０７５０１，５００基本分夜間養護事業母 子 ・ 父 子

養育者家庭以外 ７５０７５０１，５００宿泊分
１，３５０１，３５０２，７００休 日 預 か り 事 業
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翰 にこにこ子育て応援隊支援事業（平成１９年度から実施）
目 的 本市全体で子育てを応援する気運を高め，市と市民，市民活動団体，

事業者等が協働し，安心して子どもを生み育てる環境づくりを進めるこ
とを目的とする。

概 要 さまざまな分野・地域で子育てを応援する市民活動団体や事業者等に
「にこにこ子育て応援隊」に加入していただき，地域における子育て支
援を推進するとともにそれらの活動の促進を図る。

にこにこ子育て応援隊の種類
① 地域みんなで応援隊

地域で子育てに対する不安感等を緩和する活動を行う市民活動団体等
② 職場のパパママ応援隊

従業員が子育てしやすいように職場環境を整える事業者
③ お出かけラク！トク！応援隊（県子育て支援パスポート事業協賛店舗等）

買物時の割引など，子育て家庭に配慮する店舗や施設等
子育て支援パスポートの交付
お出かけラク！トク！応援隊が提供するサービスを受けるために必要な子育て支援

パスポートを交付する。
対 象 満１８歳未満の子どもがいる世帯及び妊娠している方がいる世帯
予 算 額 平成２９年度 211千円

肝 子育てサポーター養成事業（平成１９年度から実施）
目 的 地域における子育て力を向上させ，より子育てしやすい環境の整備を

図るため，市民の方々が，自らの経験等を活かしてさまざまな子育て支
援を行う「子育てサポーター」を養成する。

事業内容 「子育てサポーター養成講座」（全15回講座〔机上講座14回，施設実
習１回〕）及び現任研修（机上講座１回）

募集人員 ５０人
受 講 料 無料
予 算 額 平成２９年度 １，４６６千円

艦 子育て支援ネットワーク推進事業

目 的 すこやか子育て交流館を核とした子育て支援施設や子育て団体，関係
機関とのネットワークを構築し，多様な情報発信と，さまざまな主体に
よる子育て支援の仕組みを整えることにより，多面的な子育て支援を推
進する。

事業内容 ① 子育て支援ネットワーク会議の運営
② 子育て応援ポータルサイト（夢すくすくねっと）の運用
③ かごしま市子育てガイドの発行（広告掲載による無料発行）
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予 算 額 平成２９年度 ２，５６５千円
莞 母親クラブ育成・支援事業（平成１３年度から実施）
目 的 それぞれの地域において，児童の健全育成に関心のある母親等で構成

し，子育て等に関して地域レベルでの交流の活性化を図ることを目的と
する母親クラブの組織化を行い，その活動を支援する。

予 算 額 平成２９年度 ３，７８０千円
観 福祉サービスに関する苦情解決第三者委員設置事業（平成１３年度から実施）
目 的 鹿児島市が設置運営する社会福祉施設（保育所，いしき園，喜入園）の

利用者からの苦情を解決するにあたり，社会性や客観性を確保し，入所
者の立場や特性に配慮した適切な対応並びに苦情の円滑，円満な解決を
図るため，第三者委員（３人）を設置する。

予 算 額 平成２９年度 54千円
諌 私立幼稚園等の運営に対する助成事業（平成２９年度予算 19９，９５３千円）
私立幼稚園等の円滑な運営を図り，適正な就学前の子どもの教育及び保育を推進す

るため，私立幼稚園等及び私立幼稚園協会の運営費，教育・保育職員等の研修費，絵
本に親しむ活動費，読み聞かせ奨励費，幼児教育相談助成費，保健衛生充実事業費等
の助成を行う。
貫 私立幼稚園施設・設備整備等助成事業（平成２９年度予算 ２６，９６３千円）
私立幼稚園等の環境整備を図り，就学前教育をより一層充実するため，園舎の新・

増・改築，屋外教育環境の整備，大型遊具・大型備品を設置しようとする園に経費の
一部を補助する。
還 私立幼稚園障害児教育補助事業（平成２９年度予算 ４，３１２千円）
障害児に対し，就園の機会拡充や，障害の種類程度に応じた教育を図るため障害児

が在園する私立幼稚園で県の補助対象になっていない園に補助する。
園児１人に対し ３９２，０００円

鑑 幼稚園就園奨励費補助事業（平成２９年度予算 5０５，４０８千円）
父母の経済的負担を軽減し，幼児教育の一層の普及充実を図るため，私立幼稚園

（３，４，５歳児）に就園させている世帯の所得状況に応じて施設型給付を受けない
幼稚園が保育料等を減免した場合，設置者に補助する。
本事業では，市民税の課税額により，次の段階に分けて補助する。（市民税所得割

課税額は，住宅借入金等特別税額控除適用前）
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※第１子とは１人就園の場合及び同一世帯から２人以上同時就園している場合の１
人目，第２子，第３子とは、同一世帯から同時に２人以上就園している園児がい
る場合の２人目、３人目（３人目以降）を指す。新第２子、新第３子とは同一世
帯に小学校１～３年生の兄・姉がいる場合の小学校３年生までの最年長者から数
えて２人目、３人目（３人目以降）を指す。ただし、C区分（市民税の所得割課
税額が77,100円以下の世帯）以下の世帯においては、年齢にかかわらず兄・姉及
び保護者と生計を一にするその他の者（（１）保護者に監護される者、（２）保
護者に監護されていた者及び（３）保護者又はその配偶者の直系卑属で（１）
（２）に該当しない者）の最年長者から数えて２人目、３人目（３人目以降）を
それぞれ新第２子、新第３子とする。（第２子、第３子に該当する者を除く。）

間 多子世帯保育料等軽減事業（私立幼稚園）（平成２９年度予算 １，４１７千円）
私立幼稚園に第３子以降の子どもを就園させている多子世帯（１８歳未満の子を３人

以上扶養している世帯）の経済的負担を軽減するため，保育料等から私立幼稚園就園
奨励費により減免された部分を除く保護者負担分について一定の割合で幼稚園が減免
した場合，設置者に補助する。
○ 対象となる園児は以下の項目のいずれにも該当する者
・私立幼稚園に就園し，私立幼稚園就園奨励費の受給対象となっている子
・多子世帯の１８歳未満の児童のうち，年長者から３人目以降に該当する子
・市民税所得割課税額が９７，０００円未満の世帯に属する子

閑 家庭児童相談員設置事業（昭和４５年度から実施）
目 的 家庭における適正な児童養育，その他家庭児童の福祉向上を図るため
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補 助 限 度 額 （年額）
補助される額 ひとり親世帯等右記以外の世帯

（第３子以降）
（新第３子以降）

（第２子）
（新第２子）（第１子）（第３子以降）

（新第３子以降）
（第２子）
（新第２子）（第１番目）区 分

３０８，０００円

３０８，０００円３０８，０００円生活保護を受けている世帯Ａ

３０８，０００円３０８，０００円２７２，０００円
平成２９年度市民税非課税と
なる世帯及び市民税所得割
非課税（均等割のみ）世帯

Ｂ

３０８，０００円２７２，０００円２２３，０００円１３９，２００円
上記以外の世帯で，市民税の
所得割課税額が７７，１００円以
下の世帯

Ｃ

※ひとり親世帯等で，Ｂ区分・Ｃ区分
に該当する世帯は補助額が上記の額と
なる。

１８５，０００円６２，２００円
上記以外の世帯で，市民税の
所得割課税額が７７，１００円を
超え２１１,２００円以下の世帯

Ｄ

１５４，０００円

３１，０００円
上記以外の世帯で，市民税の
所得割課税額が２１１，２００円を
超え２４１,３００円以下の世帯

Ｅ

１５，５００円
上記以外の世帯で，市民税の
所得割課税額が２４１，３００円を
超え２７１,３００円以下の世帯

Ｆ

－上記区分以外の世帯Ｇ



の相談・助言・指導を行う。
相 談 員 ３人
予 算 額 平成２９年度 ８，１４３千円

関 児童虐待対策事業（平成１３年度から実施）
目 的 児童虐待の早期発見や防止等を推進する。
事業内容 要保護児童対策地域協議会を運営し，関係機関が情報を共有しながら，

適切な連携のもとで児童虐待に対応するほか，防止のための啓発活動を
行う。
① 代表者会議の開催
・年１回以上開催予定
・各機関の代表者が問題意識の共有や地域協議会の全体的な事項を
協議する。

② 子ども相談連絡部会の運営
③ 児童虐待等の通告への対応
・実務者会議の開催
・個別ケース検討会議の開催

④ 児童虐待防止のための啓発活動
・街頭キャンペーンの実施
・啓発ポスター，チラシの作成等

予 算 額 平成２９年度 １，４２８千円
陥 愛の福祉基金（市単独事業 昭和５６年度から実施）
篤志家からの寄附金を基金に積み立て，その運用利息等を市民福祉の増進のために

役立てる。
基金総額 2９１，６６９，５３６円（平成２９年３月末現在）
事業内容 母子・父子家庭等の児童が中学校に入学したときに図書カードを贈呈

する。
児 童 数 約800人
贈 呈 額 １人当たり１万円分の図書カード
予 算 額 平成２９年度 ９，３１１千円

韓 婦人相談員設置事業（国の制度 昭和３３年１月から実施）
女性の身上や生活の相談，助言を行うとともに，夫等からの暴力に関する相談対応

等を行い女性保護を図る。
相 談 員 ３人
予 算 額 平成２９年度 ８，５５３千円

館 母子・父子自立支援員設置事業（平成２０年度から国補助事業 昭和６２年度から実施）
目 的 ひとり親家庭等の相談に応じ，その自立に必要な情報提供や助言，職
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業能力の向上及び求職活動に関する支援を行い，生活の安定，児童の福
祉の増進を図る。また，児童扶養手当受給者に対し，個々のニーズに対応
した母子・父子自立支援プログラムを策定し，きめ細やかで継続的な自
立・就労支援を促進する。

対 象 者 母子家庭，父子家庭，寡婦等
相 談 員 ６人
予 算 額 平成２９年度 １４，7６４千円

舘 ひとり親家庭等生活支援事業（国の制度 平成８年度から実施）
目 的 ひとり親家庭等が生活の中で直面する諸問題の解決や精神的安定を図

り，地域での生活を支援する。
事業内容 ・一時的に日常生活を営むのに支障が生じている場合に，家庭生活支援

員を派遣し，必要な介護，保育等を行う。
・育児や健康管理などについての生活支援講習会を開催する。
・緊急・一時的に必要な小口資金の貸付を行う。（委託）

委 託 先 市母子寡婦福祉会
予 算 額 平成２９年度 ２，４７８千円

丸 母子家庭等自立支援事業（国の制度 就業支援講習会 平成８年度から実施，
自立支援給付金事業 平成１６年度から実施）

目 的 就業支援講習会の実施や自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進
給付金等を支給することにより，母子家庭等の就労活動を支援し，自立
の促進を図る。

事業内容 ・就業に結びつく可能性の高い技能，資格を取得するための就業支援講
習会を実施する。
・自主的に行う職業能力の開発のための講座を受講した者に対し「自立
支援教育訓練給付金」を支給する。
・就職に有利な資格取得を促進するため，当該資格に係る養成訓練の受
講に対して「高等職業訓練促進給付金」等を支給する。
・高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講した者に対し給付
金を支給する。

予 算 額 平成２９年度 6８，３８０千円
含 母子父子寡婦福祉資金の貸付（母子及び父子並びに寡婦福祉法による貸付制度）
目 的 ひとり親家庭等の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り，その福

祉の増進を図る（母子福祉資金，父子福祉資金，寡婦福祉資金）。
貸付金の種類 修学資金，就学支度資金，修業資金，就職支度資金，技能習得資

金，生活資金，住宅資金，事業開始資金，事業継続資金，転宅資金，結
婚資金，医療介護資金
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予 算 額 平成２９年度 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 ６６，８８６千円
岸 育児支援家庭訪問事業（国の制度 平成１７年度から実施）
目 的 児童の養育について支援が必要でありながら，積極的に自ら支援を求

めていくことが困難な状況にある家庭に対し過重な負担がかかる前の段
階において，訪問による支援を実施することにより，当該家庭において
安定した児童の養育を図る。

予 算 額 平成２９年度 5，１１１千円
巌 児童扶養手当（国の制度 昭和３７年１月から実施）
目 的 離婚等により父又は母がいないひとり親家庭の生活の安定と自立の促

進を図ることにより，当該児童の福祉の増進を図る。
手 当 額

対象児童が４人以上のときは，１人増えるごとに３人目の加算額と同額を加算
実 績

予 算 額 平成２９年度 ３，３７８，３００千円
玩 市民福祉手当（遺児等修学手当）（市単独事業 昭和４５年度から実施）
目 的 遺児等を養育している者に市民福祉手当を支給することにより，当該

児童の福祉の増進を図る。
遺児等（対象者６，０７８人）（平成２９年度予算人員）
４月１日現在で１年以上本市に住所を有し，父母の一方若しくは両方が

いない児童又はこれに準ずる状態にあると市長が特に認める児童で義務教
育中の者〔父又は母がその児童の養育にあたることができる者と婚姻関係
（事実上の婚姻を含む）にあり，かつ同一世帯に属する児童は除く〕
平成２５年度から所得制限（児童手当と同額）を設け，制限額以上の者

は手当を半額とする。
支 給 額 １人につき 年額２４，０００円
予 算 額 平成２９年度 １4５，７８８千円

癌 児童手当（国の制度 昭和４７年１月から実施，平成２４年４月制度改正）
目 的 中学校修了前までの児童を養育している者に児童手当を支給すること

により，家庭等における生活の安定に寄与するとともに，次代の社会を
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平成２８平成２7平成２６平成２５年 度
区 分

８２０８７２８７２８７４新規受付件数（件）
７，００８７，115７，２１７７，２８５受 給 権 者 数（人）
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３人２人１人
月額５８，２７０円月額５２，２８０円月額４２，２９０円全部支給

所得に応じて
２人の手当額に
５，９８０円～３，０００円
までを加算した金額

所得に応じて
１人の手当額に
９，９８０円～５，０００円
までを加算した金額

所得に応じて
月額４２，２８０円～

９，９８０円まで
一部支給



担う児童の健やかな成長に資する。
対 象 者 中学校修了前（１５歳到達後最初の３月３１日まで）の児童を養育してい

る者
手 当 額 児童１人につき

３歳未満の児童 月額１５，０００円
３歳以上小学校修了前の児童（第１子・第２子） 月額１０，０００円

〃 （第３子以降） 月額１５，０００円
中学生 月額１０，０００円
上記にかかわらず所得制限限度額以上の場合 月額５，０００円

実 績

予 算 額 平成２９年度 １０，１４１，２８０千円
眼 こども医療費助成制度（昭和４８年７月から実施・昭和４８年１０月から県補助事業）
目 的 こどもの健康と健やかな育成を図るため，医療費の一部を助成する。
対 象 者 中学３年生までのこども（※15歳に達する日以後の最初の３月３１日ま

での間にある者）
助成内容 ① ３歳未満 保険診療による一部負担金の額を助成

② ３歳～中学３年生まで 保険診療による一部負担金の額から，１カ
月２，０００円を差し引いた額を助成。ただし市町村民税非課税世帯につ
いては，３歳未満のこどもと同様に保険診療による一部負担金の額を
助成。

※ 付加給付及び法令により国又は地方公共団体から医療の給付が行わ
れた場合は，助成額から給付金等を控除した額を助成する。

予 算 額 平成２９年度 １，388，６１４千円
岩 母子・父子家庭等医療費助成制度

（昭和５６年１０月から実施・平成７年８月から県補助事業）
目 的 母子・父子家庭等の方々の健康と福祉の増進を図るため，医療費の一

部を助成する。
対 象 者 ① 現に児童を扶養している母子家庭の母

② 現に児童を扶養している父子家庭の父
③ 母子家庭の母又は父子家庭の父に現に扶養されている児童
④ 父母のいない児童
※ 児童とは１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者，又
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平成２８平成２7平成２６平成２５年 度
区 分

４5，５０３４5，935４６，１６３４６，５９４受 給 者 数 （ 人 ）
9１９，０００922，581９２５，７６２９２８，０８８延 児 童 数 （ 人 ）



は２０歳未満で特別児童扶養手当２級と同じ程度以上の障害の状態にあ
る者をいう。
所得の制限額を超える者及び他の法令による医療費の助成を受けて

いる者を除く。
助成内容 保険診療による一部負担金の額を助成する。ただし，付加給付及び法

令により国又は地方公共団体から医療の給付が行われた場合は，助成額
から給付金等を控除した額を助成する。

予 算 額 平成２９年度 ３７５，９４３千円
翫 こんにちは赤ちゃん事業（平成２０年度から実施）
事業内容 生後４カ月までの乳児のいる家庭に保健師などの訪問指導員が訪問

し，子育て支援に関する情報提供等を行うとともに，親子の心身の状況
や養育環境の把握・助言を行い，支援が必要な家庭に対しては，適切な
サービスの提供に結びつける。（新生児訪問指導事業とこんにちは赤
ちゃん事業を併せて乳児全戸訪問とする。）

予 算 額 平成2９年度 6，０５４千円
贋 妊婦健康診査・健康相談事業（昭和24年度から実施）

事業内容 妊産婦やその配偶者（乳幼児の父親）への妊娠・出産・育児に対す
る保健指導を行い，また，健康診査を実施することにより，安全な分娩
と健康な子どもの出生を図る。特に，妊娠・出産の安全性の確保及び妊
婦健診にかかる経済的負担の軽減を図るため，妊婦健康診査の公費負担
を実施する。

経 過 20年度 公費負担回数を３回から５回へ，超音波検査の年齢制限をな
くし，毎回実施

21年度 公費負担回数を５回から14回へ，県外里帰り中の健診に対す
る償還払いを開始

予 算 額 平成2９年度 5４０，１１２千円
雁 子どもすこやか安心ねっと事業（平成13年度から実施）
事業内容 子どもの発達障害の早期発見，早期支援のため，関係機関との連携の

もと，子どもの発達段階に応じた支援体制を整備し，子育てに関する保
護者の不安の軽減を図り，子どもの健やかな発達を促す。

経 過 26年度 乳幼児巡回支援専門員による保育所等への巡回支援開始
予 算 額 平成2９年度 28，９１２千円

頑 不妊に悩む方への特定治療支援事業（平成16年度から実施）
事業内容 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため，配偶者間の特定不妊治療に

要する費用の一部を助成する。
経 過 27年度 初回の助成上限額を20万円から30万円に拡充するとともに，
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新たに男性不妊治療の助成を行う。（平成28年１月20日以降治
療終了分から）

予 算 額 平成2９年度 1２０，３２１千円
顔 小児慢性特定疾病医療費助成事業（平成８年度から実施）
事業内容 小児慢性疾病のうち，特定疾病については，その治療が長期間にわた

り，医療費の負担も大となり，これを放置することは児童の健全な育成
を阻害することになるため，小児慢性特定疾病の医療費助成事業を行
い，もってその研究を推進し，医療の確立と普及を図り，併せて患者の
医療費の負担軽減にも資することを目的として実施する。

経 過 平成27年１月からの制度改正により対象疾病が514疾患から704疾患と
なる。平成２９年４月から対象疾病が７２２疾患となる。

予 算 額 平成2９年度 1４９，８７９千円
願 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業（平成2６年度から実施）
事業内容 慢性的な疾病を抱える児童及びその家族に対して，必要な情報提供や

助言等を行うとともに，自立に向けた各種支援策の計画策定等を行う自
立支援員を設置する。

経 過 26年度 医療，保健，福祉の関係者と教育機関等が連携した協議会を
新たに設置し，環境整備を行うとともに，子どもと家族のため
の療養生活ガイドブックを作成

27年度 協議会の運営，ガイドブックの配布に加え，自立支援員の設
置，小児慢性特定疾病支援員を配置

２８年度 自立支援事業研修会に加えガイドブックの作成・配布を行
う。

予 算 額 平成2９年度 ４，９７７千円
企 妊娠・出産包括支援事業（平成27年度から実施）
事業内容 ① 子育て世代包括支援センター運営（平成27年度）

５保健センターを子育て世代包括支援センターと位置づけ，情報提
供，関係機関との連携・相談支援等を行う。
・母子保健支援員の配置（平成28年度）
・母子保健サポーターによる地域母子保健活動強化（平成28年度）
・地域連携協議会の開催（平成28年度）

② 産後ケア事業（平成８年度）
産後の身体の回復や育児等に不安を持つ産婦を対象に，助産所への

入所による保健指導を行う。
・日帰り型を新設し，利用期間の延長を行う。（平成２８年度）

③ ママのほっとスペース事業（平成18年度）
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育児に対する不安を抱える母親を対象に，心理相談員や保健師・助
産師が個別相談をしたり，親同士の交流の場をもち，母親への心の支
援を行う。
・ぷれママのほっとスペース事業（平成２８年度）

予 算 額 平成2９年度 ３1，9９７千円
伎 未婚のひとり親家庭に対する寡婦（夫）控除みなし適用（平成２８年度から実施）
事業内容 未婚のひとり親家庭に対し，保育料などひとり親家庭の子育て支援に

つながる事業において，寡婦（夫）控除のみなし適用を行う。（３５事業）
危 子どもの未来応援事業（平成29年度から実施）
目 的 子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない

よう子どもの貧困対策を推進する。
事業内容 ①実態調査：小学5年・中学2年の子ども及び保護者を対象に生活実態に

関するアンケート調査を行う。
②講演会：市民を対象に子どもの貧困問題及び子ども食堂について講演
会を行い，地域活動の活性化を図る。

③アドバイザー派遣：子ども食堂の運営団体等に対しアドバイザーを派
遣する。

予 算 額 平成29年度 5,220千円
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７ 結婚支援
少子化の大きな要因と言われる「未婚化・晩婚化」への対応策として，結婚を希望

する人たちに対して出会いの場を提供するとともに，次世代を担う若者への意識啓発
を図る。
敢 婚活サポート事業

概 要 市民の相談に応じて結婚のあっ旋を行うために，結婚相談所を管理運
営する。

予 算 額 平成29年度 9,087千円
結婚相談所（昭和36年４月１日開設）

所 在 地 中央町１０番地（キャンセビル７階）
職 員 嘱託４人
開所時間 午前１１時～午後８時
休 所 日 月曜日，国民の祝日，12月29日～１月３日
業 務 結婚の紹介，あっ旋

健全な婚姻思想の普及
その他，結婚相談に関すること

登録手続 登録カード，閲覧カード，スナップ写真（２か月以内に１人で写っ
たポーズの違う普通サイズのもの３枚），本人確認ができるものの提
示（運転免許証，住民基本台帳カード，健康保険証など）

使用料及び手数料 無料
柑 出会い・ふれあい企業対抗運動会開催事業

目 的 企業対抗運動会及び参加者交流会を開催し，結婚を希望する人たちに
対して，一企業の枠を越えた出会いの場を提供するとともに，家族での
参加も促すことで，子育て世代の交流を図る。

予 算 額 平成2９年度 6,１９１千円
桓 学生による挙式プロデュース事業

目 的 高校生や大学生などが挙式のプロデュースを行い，感動や喜びを自身
で体験することで，結婚に対する気運の醸成を図る。

予 算 額 平成2９年度 １,５００千円
棺 ライフデザインセミナー開催事業

目 的 大学生や新入社員等を対象に，結婚・妊娠・出産・子育ての適切な情
報提供を行うライフデザインセミナーなどを開催する。

内 容 ライフデザインセミナー及び大学との連携によるシンポジウムの開催
予 算 額 平成2９年度 ８６４千円

款 男性の育児参加ムーブメント推進会議開催事業

目 的 男性の育児参加を促し，仕事と生活の両立に向けた環境整備を図るた
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めの会議を開催する。
予 算 額 平成29年度 839千円
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８ 生活保護
敢 保護状況（平成２９年度予算額 扶助費 ２６，９８４，6１４千円）

柑 生活保護の推移（指数については，平成２４年度を１００とする）

－２２０－
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前年度
対 比
（人員）

平成２８年度（月平均）平成２7年度（月平均）
区 分

扶 助 額人 員世帯数扶 助 額人 員世帯数
％

９８．６
千円

6５８，９０６
人

14，１５１
世帯

１０，5８５
千円

667，421
人

14，335
世帯

１０，593生 活 扶 助

９８．９29６，５９６13，０６１９，9２6296，61913，209９，906住 宅 扶 助
96．０1１，８８２1，0４０６７６12，4691，083711教 育 扶 助
1０５．４4３，９１４2，３１４2，２４２43，6572，1952，125介 護 扶 助
9４．１1，1６１，４６４１４，１６２１０，９４７1，199，25815，052１１，303医 療 扶 助
9１．８10，３１６４０３３７９10，983439394出産・生業・葬祭扶助

ー2５６５３26753就 労 自 立 給 付 金
（平成２６年７月創設）

9８．７2，１８３，３３４15，３６７１１，５９２2，230，67415，569１１，591扶 助 実 数

増 減平成２８年度平成２7年度区 分
△１，１９８円14２，０７９円143，277円１人当たり扶助額（月額）
△４，０８４円1８８，３６５円192，449円１世帯当たり扶助額（月額）

△０．２昆25．７昆25．9昆月 平 均 保 護 率
△０．２昆１６．９昆１７．１昆全 国 平 均 保 護 率
１世帯11，５９２世帯11，591世帯月 平 均 世 帯 数

△２０２人15，３６７人15，569人月 平 均 人 員
４件9５件91件開 始処

理
件
数

月
平
均

△２件8７件89件廃 止
１件３件2件却 下

平成２８平成２7平成２６平成２５平成２４年 度
区 分

11，59２11，591１１，４７６１１，３４６１１，１７０世帯世 帯

保護実数
（月平均）

10３．8１０３．８１０２．７１０１．６１0０．０指 数
15，３６７15，569１５，６２７１５，６１９１５，５１８人人 員
９９．０１００．３１００．７１００．７１００．０指 数

26，２０２，３９９26，768，097２６，５３６，１４７２５，９３７，４７３２５，７２２，１４３千円金 額保 護 費
（年 額） 10１．９10４．１１０３．２１００．８１００．０指 数

1８８，３６５192，449１９２，６９３１９０，５０４１９１，８９９円月 額一 世 帯
当 た り
扶 助 額
（ 月 額 ） 9８．２１００．３１００．４９９．３１００．０指 数

25．７25．9２６．０２５．９２５．７‰本 市
保 護 率
（千分比） 19．419．4１９．５１９．５１９．３‰本 県

1６．９17．1１７．１１７．０１６．８‰全 国



桓 保護施設（生活保護法による施設）

（いしき園）この救護施設は生活保護法に基づく施設で県下唯一の施設である。
入所対象者：身体障害者，知的障害者，精神障害者（寛解者）等で日常生活が困難

なため，要保護者として実施機関より措置（委託）された者

９ 生活困窮者自立支援
敢 自立相談支援事業（国の制度 平成27年度から実施）

目 的 生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより，生活
困窮者の自立の促進を図る。

内 容 生活困窮者の様々な課題に一元的に対応し，生活困窮者への的確な評
価・分析に基づいて自立支援計画を策定し，関係機関との調整などを行
う。

予算額 平成2９年度 １６，６９０千円

柑 住居確保給付金の支給（国の制度 平成27年度から実施）
内 容 生活困窮者のうち離職等により経済的に困窮し，居住する住宅の所有権

等を失い，又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難と
なったものであって，就職を容易にするため住居を確保する必要がある
と認められるものに対し支給する。

予算額 平成2９年度 1，12２千円

桓 学習支援事業（国の制度 平成2８年度から実施）
内 容 経済的な理由や家庭の事情により，家庭での学習が困難であったり，学

習習慣が十分に身についていない中学生への学習支援を，教員ＯＢや大
学生等の協力により実施する。

予算額 平成2９年度 ４，９６６千円

棺 就労準備支援事業（国の制度 平成2８年度から実施）
内 容 一般就労に向けた準備が整っていない者を対象に，一般就労に従事する

準備としての基礎能力の形成を計画的かつ一貫して支援する。
予算額 平成2９年度 1，９４４千円
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職 員平成２９年度
予 算 額

入所状況（平成２８年度中）施 設区分

施設名
月 平 均
入所者数定 員建 物敷 地設 置

１6（６）人
（再任用）

千円
１５4，７９２

人
３８．１

人
６０

釈
１，６３９

釈
26，221

市立いしき
園の項参照救護施設



款 生活・就労支援センターかごしま（平成2８年度に開設）
内 容 生活・就労支援センターかごしま内に設置したハローワーク窓口やシル

バー人材センター窓口を通じて，就職を希望する生活困窮者等へワンス
トップでの支援を行う。

予算額 平成2９年度 ０円

10 保健衛生
鹿児島市保健所 山下町１１番１号
北部保健センター 吉野町３２７５番地３
東部保健センター 山下町１１番１号
西部保健センター 永吉二丁目２１番６号
中央保健センター 鴨池二丁目２５番１－１１号
南部保健センター 西谷山一丁目３番２号
吉田地区保健センター 本城町１６８７番地２
桜島地区保健センター 桜島藤野町１４５６番地１
松元地区保健センター 上谷口町２８８３番地
郡山地区保健センター 郡山町１４１番地
喜入地区保健センター 喜入町６１００番地
食肉衛生検査所 下福元町７８５２番地
保健環境試験所 鴨池二丁目２２番１８号
動物管理事務所 田上町３９１０番地

敢 生活衛生

① 業務内容

ア 広報・教育・調査
保健所行事広報，衛生教育，人口動態調査その他保健衛生に関する調査

イ 監視・指導・取締
医事，薬事，毒物劇物，環境衛生，食品衛生，家庭用品衛生，温泉，化製場
等

ウ 許認可免許手続
営業関係許認可，診療所等の開設許可，医療従事者等の免許手続

エ 犬・猫関係
犬の登録，狂犬病予防注射，飼い方の指導，放し飼い犬等の捕獲，猫の引取
り

② 活動状況

ア 食品衛生

－２２２－
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食品衛生営業許可事務取扱件数 （平成２８年度）

監視指導延件数 6，２０１件
イ 環境衛生

環境衛生営業許可事務取扱件数 （平成２８年度）

監視指導延件数 ７８８件 （※泉源数）
ウ 統計届出

人口動態取扱件数 （平成２８年度）

エ 犬の登録頭数ほか （平成２８年度）

オ 動物取扱業登録数及び特定動物飼養保管許可数 （平成２８年度）

カ 化製場等施設数 （平成２８年度）

－２２３－

計その他菓 子
製 造

乳 類
販 売

氷 雪
販 売

魚介類
販 売

食 肉
販 売喫茶店飲食店区 分

3，31711117615521451972252，306申 請
3，30011117815321411932232，299許 可
11，142596549950106887397036，907現 在 数
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離 婚婚 姻死 産死 亡出 生
1，1５４3，5９３１７７６，１９２5，9０５

引
取
頭
数

猫

の

措
置
命
令

咬
傷
届
数

返
還
頭
数

畜
犬
証
明

引
取
頭
数

犬

の

捕
獲
頭
数

放
飼
犬
等
の

予
防
注
射

狂
犬
病

犬
の
登
録

区分

７８３０1１1０７２３９１６０1８，６１９1，５７７件数

特定動物
飼養保管
許 可 数

動 物 取 扱 業 登 録 数

区分 そ
の
他

展

示

訓

練

貸
出
し

保

管

販

売

41０1２１５２１００7７件数

飼 養 許 可 畜 舎（指定区域内）準用
施設

死 亡
獣 畜
取扱場

化製場施設別
区分 合計めん羊山羊犬あひる鶏豚馬牛

２２１１７１３２４３２１６現 在 施 設 数
3９２２１１２６３７６２１２監 視 指 導 数

計
温 泉登

録
業

建
築
物

建
築
物

特

定

ニ
ン
グ
所

ク
リ
ー

出
張
美
容

美
容
所

出
張
理
容

理
容
所

公
衆
浴
場

興
行
場

仮

設

興
行
場

旅

館
区 分 利用

許可
動力
装置掘削

１８８６１０２８７１６１５８９２１２２１０９申請又は届出
１８４６１２２８７１４１５８６２１２３１０７許可又は確認

３，７１７１９３２３７※２６９１７０１９５４５６７７１，２１５２２５５９１４１０１７１６６現 在 数



キ 食鳥処理場施設数 （平成２８年度）

③ 医療関係

ア 医師，歯科医師及び薬剤師数（平成２6．１２．３１現在）
医師 2，398人 人口１０万人当たり395．1人
歯科医師 685人 〃 112．9人
薬剤師 1，474人 〃 242．8人
（資料 厚生労働省大臣官房統計情報部「平成26年医師・歯科医師・薬剤師調査」）

イ 病床数（平成2９．４．１現在）
14，７５９床（助産所を除く）
人口１０万人当たり 2，４４０床

ウ 市内医療施設（平成２９．４．１現在）

－２２４－
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計個人医療
法人等

左記を除
く公的医
療施設

市県国
経営主体

区分
9６２8８３１２病 院 数

病

院

6，５４３６０4，５４９３３４568１，０３２床一 般

病

床

数

3，0１１２５２，９４６４０床療 養
53４０１３床結 核

3，3263，286４０床精 神
7６１床感 染 症

12，9４０８５10，8２１３７４5741，086床計
42７1３３274６８３３無床診療所数

一
般
診
療
所

11４1０104診療所数
有

床

1，５９１1１01，4８１床一 般
22821207床療 養

1，8１９1３11，68８床計
37６28２94無床診療所数歯

科
診
療
所

診療所数有
床 床病 床 数

６６６５１無床助産所数助
産
所

４２２助産所数有
床 2710１７床入 所 数

認 定 小 規 模大 規 模施設別
区 分

１1
31

２
４

現 在 施 設 数
監 視 指 導 数



エ 市内医療関連施設（平成２９．４．１現在）

オ 地域救急医療
契 初期救急医療（一般的な疾病・けがに対応）

休日在宅当番医制・夜間急病センター・歯科救急医療（休日等歯科診療・
夜間歯科在宅当番医制）・夜間救急薬局・かかりつけの病院・診療所
ａ 休日在宅当番医制（昭和４２年３月から実施）
祇 日曜，祝日，８/１４・８/１５，１２/３１～１/３の午前９時～午後６時
義 ９診療科目を当番医制で配置

ｂ 夜間急病センター（平成１８年４月１日供用開始）
設置場所 鹿児島市保健・急病センター１階
祇 毎日 午後７時～翌朝７時（日曜，祝日，８/１４・８/１５，１２/２９～１/３は
午後６時～翌朝７時）
※眼科，耳鼻いんこう科は午後１１時まで

義 診療科目 内科・小児科・外科・眼科・耳鼻いんこう科・産婦人科
※眼科，耳鼻いんこう科，産婦人科はオンコール制

ｃ 歯科救急医療（休日：昭和５４年３月から 夜間：平成４年４月から実施）
○休日昼間 診療場所 県歯科医師会立口腔保健センター
祇 日曜，祝日，８/１４・８/１５，１２/２９～１/３の午前９時～午後４時
○夜間歯科在宅当番医制
祇 毎日 午後６時～午後１１時
義 １歯科診療所を当番医制で配置（５/３～５/５，８/１３～８/１５，１２/２９～１/３は

２歯科診療所）
ｄ 鹿児島市薬剤師会夜間救急薬局（平成５年７月から実施）
設置場所 鹿児島市保健・急病センター１階
祇 毎日 午後７時～翌朝７時（日曜，祝日，８/１４・８/１５，１２/２９～１/３は
午後６時～翌朝７時）

形 第二次救急医療（初期救急医療機関から要請を受けて，特に入院加療を要
する重症患者に対応）
ａ 共同利用型病院「鹿児島市医師会病院」（昭和５９年６月から実施）
祇 毎日 ２４時間体制
義 診療科目 内科・神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・
外科・消化器外科・呼吸器外科・婦人科・放射線科・麻酔科・ペインク
リニック内科・救急科・病理診断科・リハビリテーション科・緩和ケア
内科（計16科目）

－２２５－

歯科技工所施術所衛生検査所店舗販売業薬 局
1４８８９７１０12４3４７施 設 数
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径 第三次救急医療（第二次救急医療機関から要請を受けて，特に頭部外傷・
脳卒中・未熟児・心筋梗塞等の直ちに救命処置を要する重篤患者に対応）
ａ 鹿児島市立病院救命救急センター・成育医療センター・脳卒中センター
祇 毎日 ２４時間体制

ｂ 鹿児島大学病院救命救急センター
祇 毎日 ２４時間体制

柑 保健予防

① 業務内容

相談・健診・教室・訪問指導・給付事業等
ア 母と子の健康

母子健康手帳交付と妊産婦健康相談，乳幼児予約制・１歳６か月児・３歳児
健康診査，医療機関委託による妊婦・乳幼児健康診査，新生児聴覚検査への公
費助成，出産と育児についての健康教室（母親・父親になるための準備教室，
育児教室），新生児・妊産婦・乳幼児の訪問指導，こんにちは赤ちゃん事業，
育児支援（育児相談，ぷれママ・ママのほっとスペース事業等），子どもすこ
やか安心ねっと（乳幼児相談窓口，すくすく親子教室，わくわく親子教室，総
合発達相談会，親支援教室，フォローアップ学習会等），妊娠・出産包括支援
（子育て世代包括支援センター（保健センター）の運営，母子保健支援員の配
置，産後ケア），公費負担による医療費の助成（妊娠高血圧症候群や糖尿病な
どの妊産婦，未熟児，身体に障害を有する児，小児慢性特定疾病児，特定不妊
治療を受けた夫婦の医療費），小児慢性特定疾病児童等自立支援

イ 歯の健康
医療機関委託による幼児の歯科健診・フッ素塗布（乳幼児歯の健康づくり事

業），成人歯科教室，寝たきり者等訪問歯科指導，歯科衛生の普及
ウ 成人と高齢者の健康

健康相談，特定保健指導，栄養相談，訪問指導，お達者クラブ，元気いきい
き検診（がん検診，腹部超音波検診，骨粗鬆症検診，一般健診，肝炎ウイルス
検診，歯周病検診），運動普及推進員・健康づくり推進員の支援，健康づくり
教室・講座（生活習慣病予防の健康教室，糖尿病予防講演会，薬の健康教室，
低栄養予防教室，口腔機能低下予防教室，こころの健康教室）

エ 健康づくりイベント
北部ふれあい健康まつり，東部健康づくり交流会，西部かがやき健康祭，中

央ふれあい健康展，谷山健康まつり，市民健康まつり，潮風ニュータウン
ウォーキング，城山すそ野ウォーキング，慈眼寺ふるさとウォーキング，甲突
河畔ウォーキング，花と緑の吉野公園ウォーキング

オ 疾病の感染予防
結核の感染予防対策（胸部レントゲン検診，結核医療給付，家庭訪問による

－２２６－
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療養と感染防止指導等），予防接種（ジフテリア，百日せき，破傷風，急性灰
白髄炎（ポリオ），麻しん，風しん，日本脳炎，結核（ＢＣＧ），Ｈｉｂ感染
症，小児用肺炎球菌，ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん），水痘，
Ｂ型肝炎，高齢者等のインフルエンザ，成人用肺炎球菌，ロタウイルス感染
症），感染症発生時対策及び発生動向調査，性感染症，ＨＴＬＶ－１，ＨＩＶ，
肝炎ウイルス，風しんなど特定感染症の予防対策

カ 食生活と栄養
食生活に関する相談，食に関する健康教室，食生活改善推進員の養成・活動

支援，食育教室，給食施設指導，国民健康・栄養調査，特別用途表示の許可申
請受付，食品表示（保健事項）に関する相談

キ 心の健康
精神保健福祉相談・訪問，自立支援医療費（精神通院）受給認定申請受付

等，精神障害者保健福祉手帳の申請受付等，精神保健デイ・ケア，障害福祉
サービスの支給決定（居宅介護，短期入所，就労移行・継続支援，共同生活援
助等），地域生活支援事業，精神障害者相談事業，家族のための教室，ふれあ
い交流事業，精神保健に関する講演会等，自殺対策事業

ク 難病対策
医療講演会，難病に関する相談，指定難病医療対策事業の申請受付，骨髄バ

ンク登録推進，難病対策地域協議会，難病ガイドブック作成配布
ケ 医療福祉相談

② 活動状況

ア 定期予防接種 （平成２８年度）（単位：人，件）

※Ｂ型肝炎は平成28年１０月開始

イ 予防接種（任意接種） （平成２８年度）（単位：人）

－２２７－
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結 核
（ＢＣＧ）日 本 脳 炎麻しん・風しん

混合（１・２期）
２ 種 混 合
（ ２ 期 ）

急性灰白髄炎
（ポリオ）３ 種 混 合４ 種 混 合

5，２７71８，１８５10，４583，２６０７４５１21，５７６

ロ タ ウ ィ ル ス
９，３０４

Ｂ 型 肝 炎成 人 用
肺 炎 球 菌

高齢者等の
インフルエンザ水 痘ヒトパピローマ

ウイルス感染症Hib感染症小 児 用
肺 炎 球 菌

８，６５９１３，７１３8３，７５５９，７８０1７21，４１４21，４２６



ウ 健康診査並びに保健指導等 （平成２８年度）（単位：人，件）

エ がん検診等実施状況 （平成２８年度）（単位：人，％）

オ 結核予防
契 結核登録者数 （単位：人）

－２２８－

福
祉
・
保
健
（
10
保
健
衛
生
）

要 精 密 者異 常 な し受 診 率受 診 者対 象 者区 分
－－４．２4９４11，８４９一 般 健 康 診 査

９４３1０，0０９８．11０，９５２13５，１00胃 が ん 検 診
４３１27，8４２23．128，２７３12２，４00子 宮 が ん 検 診
７８６1４，８７０15．０1５，６５６10４，４00乳 が ん 検 診
５５０2２，７３１1７．５2３，２８113２，７00肺 が ん 検 診

1，５６４１９，８５０1４．６2１，４１４14６，７00大 腸 が ん 検 診
6３８６３1２．３９２６7，５00前 立 腺 が ん 検 診

７０７15，４０２1１．９16，１１０13５，１00腹 部 超 音 波 検 診
6５５，５３５－５，６００－肝 炎 ウ イ ル ス 検 診

２４０1，３５１13．71，5９１11，６00骨 粗 鬆 症 検 診
７２０27７3．３9９７３０，３４７歯 周 病 検 診

※各検診の受診者には，半日がん検診受診者を含む。 ※肝炎ウイルス検診の要精密者欄は，陽性者数。

登録者の増減
平成２９年３月末現在平成２８年３月末現在

人口１，０００人中登 録 者 数人口１，０００人中登 録 者 数

△４２0．4０2３６0．4６2７８

精神保健

福祉相談

栄養改善

個別指導

特 定

保健指導

健康増進

健康教育

栄養改善

集団指導

面 接
電話等保
健 指 導

成人・老人

健康教育

お達者クラブ
（ 地 域 介 護
予 防 活 動 ）

成人・老人

健康相談

地 域
保健活動
訪問指導

1０，４５１5，１８６1２8，８３６2０，９２７７７，１０５4７，０３６78，１００1０，6３813，０３３
３ 歳 児

健康診査

１ 歳
６か月児
健康診査

乳 幼 児
健康診査
（予約制）

乳 幼 児

健康診査

妊 婦

健康診査

妊 産 婦

健康相談

妊 娠

届 出 数

精神保健

デイ・ケア

医療社会

事業相談

精神保健

訪問指導
5，３３６5，４４０1１４15，３６２6７，６８２5，７５３5，５０４４６０８，１８４1，０４２

るんるん

ク ラ ブ

わくわく

親子教室

すくすく

親子教室

乳 幼 児

相談窓口
育児相談育児教室

母親・父親に
なるための
準 備 教 室

こんにちは赤
ちゃん事業
による訪問

新 生 児

訪問指導

妊 産 婦

訪問指導
１３８4２５2，３９７2，３５０7，６２１1，２６８４３９１，３４４4，６８７5，３６２

小慢に関
す る 相
談・訪問

難 病 に
関 す る
訪問指導

難 病

健康教育

難病に関

する相談

精神保健福祉
に 関 す る
普 及 啓 発

乳 幼 児
歯の健康
づ く り

性 教 育
不妊に関

する相談

総合発達

相 談

親 子
ひだまり
発達相談

１，６１５2９６５６1４，６３２４，１００1４，８３０４６８２５７５5２９



形 実務義務者別にみた健康診断実施状況 （平成２８年度）（単位：人，％）

※受診者数は，事業者等から報告のあった数のみを集計。

桓 保健環境検査

① 業務内容

ア 臨床検査
イ 食品等検査
ウ 環境検査

② 活動状況

ア 臨床検査 （平成２８年度）

－２２９－

発見患者数受 診 率受 診 者対 象 者区分種別
０8０．１２７，７２３3４，６１４事 業 者実

施
主
体

定

期

０9８．３13，２３７13，４７２学 校 長
199．５3，２４８3，２６３施 設 長
１１９．416，１２７8３，２00市 長（業態者含む）
24４．８6０，３３５134，５４９計

１９９９．２６６０６６５患 者 家 族定
期
外

０１００．０３３３３そ の 他
１９９９．３６９３６９８計
２１４５．１６１，０２８１３５，２４７合 計

福
祉
・
保
健
（
10
保
健
衛
生
）

項 目 数検 体 数区 分
１２６結 核 菌 検 査

2０，１２0８，９１７病 原 性 腸 内 細 菌 検 査
８２４1２９食 中 毒 検 査
2０２０感 染 症 検 査

２２，９５７8，１７９尿 検 査
１，００８５０４梅 毒 血 清 反 応 検 査

3８４3８４淋 菌 検 査
１1１1寄 生 虫 卵 ・ 便 潜 血 検 査

1０，９０５1，３８０血 液 一 般 検 査
11，７４６1，8４１血 液 理 化 学 検 査
1，5１０1，5１０免 疫 血 清 検 査
９４０９４０Ｈ Ｉ Ｖ 抗 体 検 査
９８９８生 理 学 的 検 査

７０，５３５2３，９１９計



イ 食品等検査 （平成2８年度）

ウ 環境検査 （平成2８年度）

－２３０－

福
祉
・
保
健
（
10
保
健
衛
生
）

一 般 検 査行 政 検 査
区 分

項 目 数検 体 数項 目 数検 体 数

００６７８乳 及 び 乳 製 品

００729アイスクリーム類・氷菓

１１2６４７３菓 子 類

３５３２４７３６６肉 卵 類 及 び そ の 加 工 品

31５６３２魚 介 類

３１４８1６穀 類 及 び そ の 加 工 品

5０１８６８2２野菜・果物及びその加工品

２７１２２１７３１魚 介 類 加 工 品

００６６６８１そ の 他 の 食 品

００4，３０３３７農 産 物 の 残 留 農 薬

００８３１1１１その他（拭き取り検査等 ）

1，0２４５２00飲 料 水 適 否 試 験

００2，５６３１９９簡 易 水 道

００47１10６プ ー ル 水 ・ 浴 場 水 検 査

００11４5２家 庭 用 品 等 検 査

1，１４３1１７１０，２１３８４３計

項目数検体数区分

4，００８２７８河 川 ・ 水 路 等 調 査

水
質

４，１３９1５１地 下 水 調 査

1２０2８海 水 浴 場 調 査

1，9９３1８２工 場 排 水 基 準 監 視

９３４３５産 業 廃 棄 物 処 分 場 排 出 水 調 査

33010錫 山 周 辺 調 査

６８８５３そ の 他 （ 臨 時 調 査 ・ 苦 情 等 ）

142142自 動 車 排 ガ ス 調 査
大
気 1，６１５9５酸 性 雨 調 査

2010燃 料 重 油 調 査

1３，9８９9８４計



棺 食肉衛生検査

① 業務内容

ア 牛・豚等の生体検査，内臓検査，枝肉検査
イ 精密検査：病理，微生物，理化学検査
ウ 衛生指導

② 活動状況

ア 畜種別と畜検査頭数及び処分頭数 （平成２８年度）

款 保健・急病センター

① 施設の概要

所 在 地 鴨池二丁目２２番１８号
敷地面積 １，９３１．１５釈
延床面積 ４，０１３．６７釈
構 造 鉄筋コンクリート造地下１階地上５階建

② 施設の内容

ア 夜間急病センター １階
イ 鹿児島市薬剤師会夜間救急薬局 １階

※詳しくは，Ｐ22５を参照

ウ 精神保健福祉交流センター ２階・３階 ※詳しくは，Ｐ１８9を参照
精神障害者の自立及び社会参加の促進を図るとともに，市民の精神障害に対

する理解と相互交流を深めることを目的とした施設
閉 館 日 毎週火曜日・１２/２９～１/３
開館時間 午前９時～午後９時
主な施設 交流スペース，多目的ルーム，相談室，デイケア室，調理室，

音楽ルーム等
エ 保健環境試験所 ３階・４階・５階

各種検診の臨床検査，食品等の検査，大気・水質等の環境検査及び感染症・
食中毒発生時の原因物質の検査を行う施設
検査内容
・臨床検査 各種健康診査の診断資料として，尿検査・検便・血液検査・

喀痰検査などを実施

－２３１－

福
祉
・
保
健
（
10
保
健
衛
生
）

計豚馬牛畜 種

2２４，０３６２０８，８０００１５，２３６検 査 頭 数

５４９4９６０５３頭 数

全部廃棄

0．2５0．2４０0．3５％

券
犬
鹸



・食品検査 食品検査・飲料水検査などを実施
・環境検査 河川水・工場排水等の水質調査，自動車排出ガス調査，酸性

雨調査などを実施

－２３２－

福
祉
・
保
健
（
10
保
健
衛
生
）


